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シンポジウム『慰安婦」問問再考(テープ起こし原稿)

橋爪 こんにちは。大勢お越しいただきましてありがとうご

ざいます。きょうは「慰安婦Jをめぐるシンポジウムという

ことですけれども、私、このシンポジウムの司会をきょう担

当いたします東京工業大学の橋爪大三郎と申します。よろし

くお願いします。

きょうは少し変則的な運営形態になっておりまして、実は

ここに「第二部」と書いてございますけれども、これに先立

ちまして一時から三時まで、アジア女性基金主催で学生を主

体といたします慰安婦問題のシンポジウムというのがござい

ました。そして休憩をはさみまして、これからはいわば本番

にあたるのですけれども、朝日カルチャーセンター並びに東

工大 JCプロジェク卜委員会のご連携の公開講座で r~慰安
婦』問題再考一一『右』から『左』まで一緒に議論しよう一

一」というシンポジウムになっております。

こういう変則的な形態になりました理由は、アジア女性基

金というところは公益団体で入場無料の会合しかできない、

朝日カルチャーセンターは株式会社でございまして入場を取

らないといけないということで、できればジョイン卜して一

つのシンポジウムをしたかったのですけれども、なかなかう

まくできませんでこういう変則的な形になりました。もし号

の点で情報不行き届きな点で何か不都合がございましたらお

詫び申し上げます。

早速なんですけれども、いま三時三十分です。六時三十分

までの予定で、真ん中に休憩をはさみたいと思いますけれど

も、シンポジウムを開きたいと思います。慰安婦問題につい

ては、きょう、このパネルを企画いただきました大沼先生か

ら冒頭に発言をいただきますので、ここでは詳しくは申し述

べませんけれども、六人のパネリストにお集まりいただいて

います。

お名前だけご紹介いたしますと、私の隣から東京大学の大

沼保昭先生、東京大学名誉教授の和田春樹先生、それから日

本の戦争責任資料センタ一代表の荒井信一先生、東京大学教

授の上野千鶴子先生、東京財団の日下公人先生、このような

メンバーで進めてまいりたいと思います。

全体の流れでこ、さ、いますけれども、最初に問題提起という

ことでお一人お一人発言をいただきます。大沼保昭先生がこ

のパネルをオーガナイズなさいましたので、またアジア女性

基金の活動にもずうっと関わっていらっしゃいましたので、

その経緯を含めまして最初に五分間の企画説明、そしてご自

身の発言を十分ないし十五分ということで、以下はそれぞれ

のパネリストの方々十分ないし十五分の発言をいただきたい

と思います。ということでよろしゅうございましょうか。

大沼 それでは私から始めさせていただきます。まず五分間

でこのシンポが開かれるまでの経緯についてごく簡単にお話

したいと思います。

このシンポは橋爪さんの東工大と朝日カルチヤーセンター
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にやっていただいたわけで、私はこの企画はいたしましたけ

れども、実際のことはすべて橋爪さんと朝日カルチャーセン

ターにお願いいたしまして、本当にありがとうございました

。こういうシンポをやるというのが非常に大変だということ

は、私、よく存じておりまして、自分がオンフゃに抱っこでや

っていただいたことを本当に感謝しております。

パネリス，トの方々にも私としては本当にお礼申し上げたい

と思います。~論座』という雑誌が今回のこのシンポジウム

を取材して正月に出る号に出すそうですけれども、これだけ

意見の違った、しかも社会的影響力のある方々に一堂に会し

ていただくということは、本当に皆さん、お忙しいなかでわ

ざわざ休みの半白を使って来ていただく 。しかも大変な、こ

れは別にカルチャーセンターと東工大への皮肉ではありませ

んけれども、薄謝でございまして、本当にありがたく思って

おります。

特に上野さん、荒井さんのお二人はアジア女性基金、日本

政府に対して非常に厳しい批判を続けてこられて、その上野

さんや荒井さんをよく読んでいる方々のなかでは、そもそも

こういう席に出ること自体を批判するという方もかなりおら

れると私は存じ上げております。

また日下さんもわざわざ貴重な時間をこのために割いてい

ただいて、他にやることは山ほどおありなのに出ていただい

たということに厚く御礼申し上げたいと思います。

このシンポジウムは、ことしの二月にアジア女性基金のワ

ークショップで橋爪さんと上野さんにもお越しいただいて、

海外からも韓国や米国その他、あるいはアルジエリアなど第

三国からもいろんな方に参加していただいて、いわゆる慰安

婦問題とアジア女性基金の問題を多角的に捉えようというワ

ークショップがありまして、その際に橋爪さんと上野さんと

私がお会いして、私からお願いしてやっていただくことにな

ったわけであります。

私は、このシンポジウムの意味というものは二つあるので

はないかと考えております。第一は、これだけ違った立場の

人が集まって、それぞれ違った意見を皆さんに提示して、自

分と他者の違いというものを自覚して、もしかすると自分の

考えていたことが違った部分があったのではないかという誤

りに気がつく 。それを是正した上で慰安婦問題というのは一

体何だ‘ったのか、その解決の努力にはどのようなものがあっ

て、またそういった努力というのがそれぞれどういう意義と

問題性を持っていたのか、ということを皆さんとともに考え

て、次の世代に伝えていきたいということが一つであります

第二に、今後、 「元慰安婦」という現実の被害者、日本の

戦争による被害者がおられるわけです。日本の戦争による被

害者は別に元慰安婦だけではありませんけれども、しかし、

その最も重大な被害者の一つのカテゴリーとして元慰安婦の
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方々がおられる。その一人ひとりのためにわれわれはどうい

うことをやるべきなのか、やってはならないのかということ

。アジア女性基金というのはそのあくまで一つでしかすぎな

いわけで、アジア女性基金の是非に問題が集中するというの

は、私は決して健康なことではないだろう。市民運動の側も

意義とともに反省すべき点はあったろうし、日本政府にもあ

ったろう、韓国のメディアや韓国の市民運動にも反省すべき

点があったのではないか、そういうことを考えるべきではな

いかと思っております。

それでは、私の意見を次にごく簡単に十五分以内で述べさ

せていただきます。まず慰安婦問題の論点として四つほど最

初に、ちょっとこのレジメの要約には書いておりませんけれ

ども、最初に挙げておきたいと思います。

まず事実として「慰安婦Jとか「性奴隷」とか「軍慰安婦

」とか「従軍慰安婦」とかさまざまな形で言われる問題とい

うのはどういうものだ.ったのか。私はこの点については、慰

安婦問題が「そもそも慰安婦という存在がなかった」とか、

あるいは「強制というものの要素が全くなかった」、あるい

は「すべて強制だった」という極端な意見というのは、少な

くとも今日の段階では九0年代からの十年以上の研究の積み

重ね、それから裁判における事実認定を通じて明らかにされ

ていると思います。

非常に強制の性格が強くて慰安婦にさせられた人もおりま

したけれども、それは比較的少数であって、多くは輔されて

連れていかれる、あるいは事実上の強制に近い形というもの

があって行かざるを得なかった。その強制というのは、別に

日本という国家からの直接的な強制というよりは、親から、

あるいは周りの村から、さまざまな強制や、あるいは臨され

たという形があったのではないか。また慰安所に連れていか

れた後、そこを逃げ出すことは非常に困難であったというこ

とがあるのではないかと私は考えております。

二番目は、事実の問題よりも、さらにむずかしいのは評価

の問題でありまして、これは二つ大きな問題があろうかと思

います。一つは、いま申し上げて先ほど学生たちとのシンポ

で橋爪さんが的確に指摘なさったわけですけれども、戦争と

いうのが非常に膨大な規模の人権侵害であるわけです。日本

はおそらく第二次大戦で一千万から二千万以上の海外の人を

殺したと思われます。日本国民の犠牲も約三百万いるわけで

す。そういう死者を含め、また負傷者といったものを含めて

なぜ慰安婦だけの問題を強くこれだけ取り上げる意義がある

のか。じゃ、他の問題は放っておいていいのか。戦争という

のは所詮そういうものであって、慰安婦の問題だけを取り上

げるというのはおかしいのではないかという問題が一つあろ

うかと思います。

もう一つは、当時の判断基準、道徳基準、法の基準でおそ

らくやむを得なかったという時代感覚があるなかで行われた

行為を、今日われわれが事後的にどういうふうに裁くことが

できるのか、特に刑事責任を追及できるのかという問題があ

ろうかと思います。近代法の最大の原則は罪刑法定主義であ

りまして、きょう私がやることはきょうの法の原則に従って

裁かれなければならない。きょう私がいいと思って周りの人

もいいと思っていることを、明日の法によって裁いてはなら

ない、そういうものをどう考えるか。

さらに評価の問題としてむずかしいのは、戦後日本はさま

ざまな国々と二国聞の平和条約や経済協力協定を結んで、あ

るいは国交正常化協定を結んで、戦争、あるいは植民地支配

に伴う問題を法的には解決してきた。慰安婦問題というのも

そこで解決されてしまったのではないか。日本政府はそうい

う立場を取っておりますし、また緯国政府ゃそういう被害国

の大方、オラン夕、などもそういう立場を取ってきております

私自身は国際法学者として必ずしもこういう解釈を取るべ

きではないと思いますけれども、しかし、現実に日本の裁判

所でそういう解釈が確立していて、裁判で争ってもまず勝て

ないだろうと私は九五年の時点で判断しましたし、その私の

予想は残念ながら今日までほとんど当たっておりまして、日

本の裁判ではほとんど慰安婦問題については被害者の側が勝

つことはできないで来ているわけです。

それでは立法という方法があったのか。あったかも知れま

せんけれども、しかし、今日までそれも実現しておりません

。これから実現するかどうかは今後の政治状況ですけれども

、意見が分かれるところだろうと思います。

この問題は続いて第三に、それでは九0年代の時点でわれ

われはどうすべきだったのか、さらに今後どうすべきなのか

という問題につながっていくだろうと思います。この点でお

そらく私、和田さんと荒井さん、上野さんとが分かれた非常

に大きな点だったろうと思います。おそらく荒井、上野、和

田、大沼というのはこの慰安婦問題、あるいは法的な問題の

解決ということについては、そう大きな違いはなかっただろ

う。ただ、アジア女性基金というものに私と和田さんが加わ

って、荒井さんと上野さんはそれに批判的な態度を取ってこ

られたということはここでの判断の違いがおそらく決定的だ

ったのではないか。

私は率直に申し上げて、市民運動の力量というものに対し

て、そう楽観的な認識をもつことができなかった。九五年の

段階で村山内閣以上の内閣が将来できるとは思えなかった。

日本の裁判所で勝てるとは思えなかった。私はまたあの時点

で総理のお詫びの手紙と、国民の償い金、さらに日本政府が

事実上、補償という形で出す医療福祉支援、そして歴史認識

、この四点を柱とする形というのは、われわれが実際的に望

み得る最大限であったという判断がありました。

そのことは四番目に私の市民運動に対する批判にもつなが
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私自身は、慰安婦問題への最初の関わりというのは八0年

代にこの問題を知りましたけれども、在日韓国朝鮮人の年齢

の行った女性の方々から「絶対この問題を扱つてはいけない

。私が被害者だったら絶対にこの問題を公にしてほしくない

」ということを強く言われて、私もそういうものかというこ

とで、気にはなりながら問題にはしてきませんでした。運動

としては扱ってきませんでした。

それだけに九0年代の初頭に被害者が勇気をもって現れた

ということは、私にとって非常に大きな衝撃でありまして、

それに対して日本の当時の自民党政権が何もやらない、問題

を回避しようとしているということに対して、私は非常に強

い憤りを感じておりました。

その後、村山内閣ができて、私がずうっとサハリン残留朝

鮮人の帰還運動を一緒にやってきた五十嵐広三という社会党

の国会議員ですけれども、この方が官房長官になって「慰安

婦問題の解決をするんだJということから、私も「それをや

らなければ」ということでこれに携わるようになり、私の最

初の考え方は、 ドイツで二000年に実現している基金とほ

ぼ同じで、政府と国民が共にできれば同額のお金を出し合っ

て基金をつくって、戦争責任、植民地支配責任に関わる一切

の問題をそれによって解決しようと考えておりました。

ただ、当時の政治的な力関係から、それは実現することな

く、 「アジア女性基金Jという形で慰安婦問題だけに特化し

た形で、先ほど言ったように、償い金は国民からの醇金、医

療福祉事業は政府からのお金、そしてそれに総理のお詫びの

手紙と歴史認識の明確な確立という四つの柱で出てきたわけ

であります。

基金をやってきたなかでさまざまな反省点、悔いが八年間

にわたって残ります。まず技術的な点からいいますと、基金

をつくるに際して呼びかけ人と理事会を完全に分離してしま

った。呼びかけ人のなかで理事になったのは下村満子さんだ

けで、私も和田さんも当初は、あるいは三木睦子さん、山口

淑子さん、こういった有力な方々はすべて理事になりません

でした。これは非常に大きな間違いで、理事会が当初不活発

であったことの大きな理由だと思います。理事会はその後非

常に活発に動くようになりましたけれども、最初のいちばん

大事な一年間、呼びかけ人と理事会の温度差がありました。

それから政府の十分な協力と積極的な姿勢を引き出せなか

ったということは、やはり基金の非常に大きな悔いが残った

ところです。政府のなかにもさまざまな声がありまして、私

や和田さんのような意見に近い人から、全く基金を一つの道

具として使おうという人たちまでおりましたけれども、前者

の人たちへの働きかけが不十分であった。

さらにもう一つは、決定的に足りなかったのはメディアへ

の働きかけが不十分であった。このメディアへの働きかけが

不十分だ‘ったということは、市民運動の側のある種の独善、

狭量さ、 「アジア女性基金をとにかく叩く」という対応と相

まって、アジア女性基金による償いというものが、 「政府が

単に法的責任を回避するためのずるいやり方なんだ」という

イメージを日本国内でも、また韓国のなかでも、あるいは国

際的に植えつける非常に大きな要素であったと思います。

私は例えば二000年にドイツでつくられた基金、それか

ら米国の日系人の戦争中の収容所への収容に対する米国の大

統領の謝罪、あるいは中国の「花岡事件」における鹿島の責

任を追及した結果としてつくられた救済基金、こういったも

のとの比較でアジア女性基金というのはそう見劣りするもの

ではなかった。日本の多くの人が考え、あるいは世界の圧倒

的な人が考えるように、そんなに見劣りするものではなかっ

た。

例えばドイツの二000年の基金というのは、被害者が救

済を受けるために法的な請求を放棄することを要求されてい

ます。これに対してアジア女性基金はあくまでも「被害者が

法的責任を追及することは許容する。裁判はどうぞ続けて下

さい。もし法的にあなた方が訴えて勝つことができたら、そ

れは大変結構なことです。これはしかし道義的責任からの償

いのお金ですから、どうぞお受け取り下さいJということで

やってきました。

これを政府に飲ませるのに、われわれは大変な努力を払っ

て、その点では、私どもは政府を説得できてそれなりの誇り

を持っております。そういう意味ではわれわれはドイツの二

000年基金よりも進んだ形をつくったと思いますけれども

、そういうことはほとんど評価されなかった。

またこの本のなかにも見聞きで米国大統領の収容所に入れ

られた日系市民へのお詫びの手紙と、それから日本の総理大

臣の元慰安婦へのお詫びの手紙を比較できるように書いてあ

りますけれども、これは和田さんが非常に努力をして、政府

にかなり強く飲ませた結果として、私はこれは日本国総理大

ります。市民運動の側では、ある意味では「基金つぶし」と

いう形の運動が韓国でも日本でも行われて、メディアも大方

はそれに走りました。私は基金がさまざまな問題を抱えてい

て、そこに限界があったことは確かだと思いますけれども、

市民運動の側にも閉じぐらい大きな問題があって、そのこと

の自己批判なくして将来の日本の市民運動というのはまた閉

じ大きな誤りを犯すのではないかと思います。

基金の事業がどういうものであったかということは、和田

さんがこの後で詳しく話して下さいますので、そこに譲ると

して、基金の設立のことだけごく簡単に申し上げておきます

。詳しいことは和田さんと、あと下村満子さんと私が東信堂

という出版社から~ r慰安婦」問題とアジア女性基金』とい

う本を出しておりまして、このなかに詳しく書いております

ので、関心のある方を読んでいただければ幸いだと思います
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臣としての立派な謝罪の手紙であると思います。しかしこの

手紙の内容というのもほとんど韓国やフィリピンでは知られ

ないままに、 「日本は謝罪をしていないJというイメージが

流布いたしました。

そういう意味でわれわれの努力不足と、またメディアと市

民団体の一方的な主張というものの結果として、残念ながら

アジア女性基金の活動が十分評価されずに来てしまったとい

うことは事実であります。

またもう一つ大きな問題は、私はある意味でアジア女性基

金というのはおそらく時代よりも早すぎたのではないかとい

う気がいたします。と申しますのは、日本でも韓国でもほと

んどのところで「政府イコール国家」といういわば思い込み

というのがまだまだ強い。つまり国家補償というのは政府が

金を出さなければ国家補償ではない。国民というのはあくま

で民間なんだ。ですからアジア女性基金は「民間基金J r民
間基金Jとずうっと言われてきたわけですね。

「国民というのは公的な存在であって、国家の不可欠の要素

である。国家イコール政府ではなLリというのが私の一貫し

た主張でありまして、 fそれは二十一世紀の市民社会という

ものを大事にする市民運動こそがわかってくれるべきだ、メ

ディアこそがわかってくれるべきだ」ということを私は一貫

して主張してきましたけれども、残念ながら、その考え方は

受け取られることなく、 「政府が金を出さなければ、政府が

謝らなければそれは公ではない。国家の問題ではない。それ

は所詮民間の善意を利用しただけなんだ」という評価が一般

的でありました。

さまざまな悔いと反省は残りますけれども、そのことは同

時に、市民運動の側やメディアの側の反省も、私はいま申し

上げたように関わってくると思っておりまして、今日まで、

具体的な話は和田さんがお話下さいますけれども、われわれ

がさまざまな犠牲者の方々にお渡しすることができた償いと

いうものが、一体どういう意味があるのか、今後どういう問

題が残っているのかということは、あくまでもアジア女性基

金というものを日本がなすべきさまざまなあり方の一環とし

て考えていただければと思います。どうもありがとうござい

ました。

橋爪 ありがとうございました。それでは次に和田先生、お

願いします。

和田 和田でございます。アジア女性基金というものはいま

もお話がありましたが、民間の団体という位置づけもありま

すけれども、基本的にいえば、政府の決定に基づいてつくら

れた組織でして、会議はすべて、つまり理事会ですね、運営

審議会のすべてですが、すべて外務省、それから内閣の人び

とも同席して議論してきました。基金が出す文書、すべての

方針は外務省、内閣が承認しなければ決定できないというこ

とになっていました。事実上のこれは政府のもとにある機関

ということであったと思います。

そこで枠は、与党三党の決定しましたこの基金をつくるプ

ロジェクトの決定、それを受けました五十嵐官房長官の最初

の記者会見における基金の構造についての説明、これによっ

て枠が決まっておりまして、結局、そこに入りました市民た

ちがやりましたことは、その枠のなかで最大限に内容を拡大

するということとその思想をできるだけ明確化するというこ

とであったわけであります。

それで基金が始まりましてから決定しましたことは、そこ

に書いてございますが、まず最初に名称の問題がありました

。名称の政府案では「友好基金」というふうになっておった

んです。呼びかけ人全員がこれを望みませんで、これは「国

民基金」というふうに変わったわけでございます。これは英

語にすれば「ナショナルファンド」というふうになると、そ

こに多少国家補償派の停い夢があったということかも知れま

せん。

それから八月十五日の全国五紙に一面広告を出したわけで

ございますが、これは一億数千万かかっておるわけです。そ

んなむだなお金を使うということがありましたが、それを推

進した私の気持ちは、 「一度(ひとたび)これを始めたら政

府は決して逃げてはならないJという意味で、その政府が逃

げないために保証の金を積むというつもりでこれをやっても

らいたいということでした。そのようにはっきり申しません

でしたが、そういう気持ちでした。

それから個人への償い金を二百万円と決めたわけですが、

これはやはり慰安婦として犠牲を受けたアジアの人たちが、

これはそのときは日本人も含めてという気持ちでしたが、名

乗り出てきて求めれば、すべての犠牲者に二百万円を払って

いくという決意でこれを決めなきゃならないということでし

た。だからその意味でいえば、犠牲者があるかぎり、これを

続けていくという気持ちであったわけです。

それから首相のお詫びの手紙はいまもお話がありました。

それから国民の皆さんからいただく償い金と政府資金によ

る医療福祉支援というのの扱いが、当初の政府案では非常に

この医療福祉支援の説明が陸昧でごく弱いものでしたが、私

たちはこの医療福祉支援を非常に重視しましたので、国民か

らの償い金と政府の医療福祉支援と両方合わせて、これを「

国民的償Lリの事業と考えるということを強力に主張して、

そのような内容説明になっております。

スター卜は当面、フィリピン、韓国、台湾を対象とすると

いうことを決めましたが、これはそういうふうな被害者から

の要求もあり、政府のほうのある程度の話し合いもあるとい

うことで、ここが一時、とにかくとりあえずの対象というつ

もりで私たちは始めました。

この三国に対する事業についてでございますけれども、フ

ィリピンにつきましては、医療福祉支援は百二十万円相当、

-7 -
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韓国・台湾は三百万円相当となったわけでございます。これ

はご承知のとおりであります。それで韓国・台湾の NGOは

非常に強くこのアジア女性基金に反対いたしたわけでござい

ますが、実施についても反対いたしました。しかし、フィリ

ピンの NGOは国家補償を求めておりましたけれども、フィ

リピンのNGOは「老齢の被害者がこの基金を受け取りたい

というならば援助する」という態度を取りまして、終始、フ

ィリピンの NGOは事業については協力的な態度を取ってく

れたというところが非常に特筆すべきことだったと思います

ます。

それから基金が活動を開始した後にインドネシアとオラン

ダの事業が決定いたしました。これはインドネシア、オラン

ダと外務省のほうで話し合いを進めまして、これが基金のほ

うへ回ってきて、基金はこれを受け入れてインドネシア政府

、そしてオランダの事業実施委員会との聞にメモを基金が取

り交わすということになりました。これは政府のほうの交渉

を基金が受け入れたということでございます。それでご承知

のとおり、インドネシアでは高齢者福祉施設整備事業に十年

間で三億八千万円を支援して、高齢者のためのホームをつく

るということをやっておりまして、まだ途中でございます。

これがまず決定いたしました。

それでオランダに対しましでも医療福祉支援事業というも

のを実施するということになりまして、基金のいわゆる三位

一体の事業というものはオランダに対して実施しないという

ことになりました。しかし、オランダの側IJといろいろ話し合

いを行いました結果、オランダの1~IJでは必ず個人に対してこ
の医療福祉支援事業を実施してもらいたいということになり

まして、これが受け入れられまして、二億五千五百万円の支

援額を個人に対して支給することになったわけでございます

それから申請・認定でございますが、韓国と台湾の場合に

は韓国政府の認定、台湾は政府が依頼した台北市の婦援会と

いう団体でございますが、そこの認定によって、既に韓国と

台湾では被害者の認定がなされておりました。したがいまし

て、その認定された人に対して支給するという態度を取りま

したので、基金としては、どういう被害を受けた人であるか

ということについて具体的には基本的には問わないというこ

とになっております。韓国・台湾で認定を受けた人に対して

支給する。フィリピンの場合には、基金に対して被害者から

の申請が出た後に、フィリピン政府が新たに認定を行いまし

た。そういう形を取っております。

実はこの認定ということが非常にデリケートな問題であり

、むずかしい問題であるということであります。 基金の側で

は認定は行わないという基本的な態度を取っておりました。

それで韓国、台湾については、具体的に被害者の被害の実態

というものを具体的には掌握しておりませんが、フィリピン

の場合には一人ひとりの方がご自身の被害を受けた状況につ

いて説明されております。

その結果として、フィリピンの場合には、いわゆる通常の

慰安所というところで働かされていたという通常の慰安婦と

いう方々ではなくて、大体日本の軍隊が駐屯している地域に

おいて暴力的に部隊が女性を村から連行してまいりまして、

部隊の建物に一定期間閉じ込めて連日のようにレイプする、

こういうような被害を受けた人を慰安婦に相当するものと認

定をいたしております。したがって、基本的には継続的にレ

イプを受けた人を対象にしておるというところがフィリピン

の際立った特徴です。それでいわゆる慰安所の場合ですと、

コンドームの使用であるとか、兵士のほうからは金銭的な支

払いがあるわけですが、フィリピンではそういうようなこと

は全くない。そういう非常に暴力的なケースというものが対

象になっておるということです。

それでフィリピンでは、認定を受けました人はー00%受

給いたしております。韓国の場合は、基金を受給した人はわ

れわれが当初強い批判のなかで予想したよりは多かったわけ

ですが、政府認定者の五0%には達していない、そういうこ

とでありました。台湾もそれよりちょっと落ちる具合であり

そしてオランダの事業実施委員会、これは民間の団体でご

ざいますが、認定作業を行いました。そして支給が行われた

わけでございます。オランダでも認定者の-00%が受給い

たしておりまして、これはオランダで生存被害者のうちのほ

とんど九割以上だろうと見られております。特にオランダで

は受給者からの感謝の手紙が寄せられているというところが

非常に特徴でございます。以上が実施のプロセスでございま

す。

それで残された問題でございます。私が考えるところでは

、この基金として見た場合の残された問題でございますが、

韓国 ・台湾で受給した被害者に対する社会的認知が得られて

いない。この人たちが事業を受け取ったことがほとんどの場

合は隠れて行われておりますので、プライバシーを守るとい

うことは当然ですけれども、それ以上に隠れて行われており

ますので、今固まで何人に支給したかということは発表でき

ない状態が続いております。これらの人びとが受け取ったこ

とは、それで仕方がない、あるいはそれで良いというふうに

社会的認知が得られることはミニマム必要なことではないか

と思います。

二番目には、韓国・台湾では認定被害者の過半が事業を受

け入れなかったということをどう考えるかという問題です。

これに対して日本政府としてしっかりした態度表明が必要で

はないだろうかと思っております。

三番目には、被害者がいることが知られている中国やマレ

ーシア、ミクロネシアに対して、いま事業を実施しないこと
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になっておりますが、なぜ実施しないということになってい

るのかということについて、政府はこれを新たに公表する必

要があるのではないかと私は繰り返しいま考えております。

四番目には、北朝鮮に対しましては先般の「日朝平壌宣言

」によりまして、請求権を放棄した上で経済協力を行うとい

う方式、基本的には日韓条約と同じような方式で実施するこ

とになりました。そうなりますと、日韓条約にプラスしてア

ジア女性基金の事業を慰安婦に対して実施した韓国と同じ扱

いをする必要が少なくともある。そうすると「平壌宣言」の

経済協力にプラスして、アジア女性基金の事業を平壌の二百

人の慰安婦の人たちに対して実施する用意があるということ

を、日本政府として表明しないと、これは不公平ではないか

と私はいまは考えております。ですからその問題が重要だと

最後に、書いてありませんが、もう一つ広く視野を取って

考えますと、フィリピンの先ほどのような戦場での兵士が連

れてきて兵営に閉じ込めて連続レイプしたというケースは中

国で非常に顕著に見られる点でございます。それでフィリピ

ンにはそういう人たちに対して支給をして、中国には支給し

ないということは、明らかなるアンバランスであるというこ

とが一つ。

それから同じインドネシアの地において被害を受けたオラ

ンダ人の人びとに対しては個人に対する償いを実施しており

ますが、インドネシア人の被害者に対しては個人に対する支

給は行っていない。いずれも中園、インドネシアでは被害者

が名乗り出て国家補償を要求しているという状況のもとで、

このようなアンバランスな取り扱いをするということに基金

は終わっている。これ、どうしようもないということでござ

います。それがいまの基金の到達した点であるということを

申し上げておきます。以上です。

橋爪 ありがとうございました。それでは次に荒井先生、お

願いします。

荒井 荒井信一でございます。私は基金は失敗した、そこか

らわれわれはどういう教訓を得て活動していくか、それが簡

単に言いますと、私の前提であります。

基金が失敗したという理由は、一昨年ですか、去年ですか

、十二月に衆議院内閣委員会で基金の横田洋三さんが参考人

として基金のことを述べられた際に、議員の質問に対して「

受領しているのは被害者の約四0%だJということでありま

す。逆にいえば、過半数が償い金を受け取っていないという

ことでありまして、被害者の多数が受け入れていない、こう

いう事実を一つだけ挙げておきます。ともかく十五分という

時間ですので、あまり申し上げません。

あと、レジメをちょっとご覧いただきたいんですが、一つ

前提として、いままであまり問題にされていないんですか、

七0年代から八0年代に日本政府が戦後処理問題を扱った。
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これは基本的には終わったという立場であります。そのデザ

インを確認しておく必要がある。

つまり、一つは、国と国との聞の問題としては国家賠償の

問題があります。これについては最後の賠償支払いが一九七

七年でありまして、したがって、戦争賠償は二国間条約で解

決済みだ、こういう枠組みが一つできてきます。

もう一つは、国内で戦争被害を受けた人への補償問題です

。これは日本政府の補償は大前提がありまして、国家との契

約のあった人には手厚く支払う、これは戦没者遺族であると

か軍人恩給、この線であります。それ以外の人びとに関して

は、簡単にいえば戦争による苦難・苦痛を等しく受忍しろと

いう受忍の論理であります。

そしてちょうど中曽根内閣のときに、そこにあります懇談

会を設けて、圏内において補償すべき対象は残っているのか

という検討をしたわけであります。その結論が「もはやこれ

以上国において措置すべきものはない。もう戦後処理は終わ

った」と。ただ、例えばここで「遺族Jと書いてあるのは、

戦没者のお子さんたちですね。これはさまざまな労苦をして

いる。だからその労苦に対して補償に代わる矯置を考える必

要があるのかどうかということで、ここに挙げた五つの問題

について補償に代わる措置というものを検討しました。そし

て遺族についてはいま靖国神社の大鳥居の前に建っている「

昭和館」という形で具体化するわけですが、本来は遺児の労

苦に報いる施設をつくる。

もう一つ、シベリア抑留捕虜、これは電車に乗ると吊り広

告が、これも大変なお金がかかっていると思うんですが、住

友ビルに平和なんとか基金というのがあります。つまり、シ

ベリア捕虜の労苦に報いるために、銀盃と一人十万円、それ

からこの祈念館をつくる、これだけでありました。これでも

う日本政府の立場からいうと、圏外、圏内において戦後補償

の対象はないという前提ですね。そしてこれから勇ましく国

際国家ヘ羽ばたこうというのが中曽根さんのデザインであっ

た。

その後、九0年代までに非常に大きな歴史の転換がありま

したけれども、官僚というのはいわば先例主義で、先例に従

ってやっていくわけです。つまりこのグランドデザインが周

りの状況と全く関係なしに、官僚的戦後処理の前提として残

ってくるわけでありまして、したがって、官僚の立場からい

えば、隙聞を狙って何かやっていくという以外にないという

ことであります。

ところが、具体的な解決を迫られる問題、これはご承知の

ように冷戦が解消する、それからいわゆるグローパル化で大

きな転換を迎え、さまざまな改革の課題が出てきています。

そういうなかで慰安婦問題というものが再定義されてくるわ

けであります。

再定義される一つのきっかけは、韓国・台湾における民主
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化運動、そのなかでの人権意識、特に女性の人権に関する意

識が高まってくるわけであります。特にこの段階に日本男性

の買春旅行というのが盛んに行われました。

先日亡くなりました松井やよりさんが一九七三年に『朝日

新聞』に、これは小さな記事でありますが、 「金浦空港に日

本男性のセックスツアーに抗議して梨花女子大生が押しかけ

た」という記事が載っかつております。その当時のことにつ

いて松井さんの書いているところですと、 「日本人の韓国ヘ

渡航する人数は七十万人、そのうち女性は五万人しかいない

Jということも当時書いているわけであります。

おそらくこの当時、金浦空港に押しかけた梨花女子大の学

生や先生たち、このあたりから日本人のセックスツアー、そ

れから性奴隷、さらに従軍慰安婦問題というものの新しい意

味というのを発見してくる。つまり、韓国の民主化、軍事政

権との戦いのなかで位置づけられたことであります。

台湾でも同様です。台北市婦女救援基金会というのが運動

主体でありますが、これもいわゆる花街に、特に少女が人身

売買で売られていく、そしてこれがセックスツアーの食い物

になっているということに対する反対、憤り、ここから出発

していく。これもほぼ同じ時期にやはり従軍慰安婦問題とい

うのを発見していくという形であります。

二番目は、国連の人権委員会に韓国の NGOが従軍慰安婦

問題について提訴をするというのが九二年二月だったと思い

ます。この提訴の文章を見てみますと、 「韓国の植民地化が

非常に不当になされた」という書き出しから始まっているわ

けであります。

当時、韓国平和関係の文書、条約正本がソウル大学で発見

されまして、それにはタイトルもない、編集した様子もない

。国が保護国になるような重大な条約だけど、署名は外務大

臣だけだという、これは学問的にはいろんな問題があります

けれども、そこから韓国というものは非常に不当に植民地化

された。つまり、合法的な植民地化というのがあるのかどう

かわかりませんけれども、いわば日本による強制占領だとい

う議論が起こってくる。そういうなかでいわば脱植民地化の

大きな契機として慰安婦問題が発見された、ということをも

う一つ強調しておく必要がある。

その次には、先ほど大沼さんも言及されましたが、金学順

裁判、元慰安婦の方が東京に来て提訴した。その段階では、

日本政府は「民間業者が連れ歩いて云々」ということしか言

つてなかったわけですね。それがしかしきっかけになって歴

史家が資料発見をし、さらにサパイヴ、ア一、支援団体、法律

家、こういう人たちが一緒になってこの問題の解決に取り組

んでいくという態勢が出てくるわけであります。

そして九二年の十二月に東京で「従軍慰安婦の強制連行に

関する国際公聴会」というものが聞かれました。これはもう

ぎっしり満員で、舞台の上にまで人が登る、世界中のマスコ

ミが押しかけるということで、つまり、世界問題化した大き

なきっかけであります。私どものセンターはこの公聴会をき

っかけにできたということであります。

そういう意味で、センターにとってはちょうど十年経つわ

けでありますけれども、その十年間の成果を r2 Jに書いて

あります。これはわれわれの機関誌に、そこにありますよう

に、 「成果と課題その他Jとありますので、これは省略しま

す。

そして立法解決の問題に行きますけれども、日本で議員立

法ってどうやってやるのか、皆さんご存じでしょうか。よく

「日本は議員立法の数が少ない」なんて言いますけれども、

なぜ議員立法がなかなか日本でできないかというと、これは

技術的に大きな壁があるからであります。つまり、衆議院、

参議院それぞれに議会法制局というものがあります。その法

制局にいわば法案を審査してもらう。あるいは法制局が助言

を入れる。法制局が確認しませんと、これは提案できないん

ですね。これが非常に大きな壁になっていました。

従軍慰安婦問題について言えば、外務省、つまり日本政府

は「法的にはもう解決済みだ」と言っているわけであります

。条約の締結権を持っている政府が法的にはもう解決済みだ

と言っているのに、例えば国会で立法する、これは国会が政

府の権限を犯すことにならないか、あるいは憲法上問題があ

るんじゃないか、こういう問題がつきまとっていたわけであ

ります。

立法運動が可能になりますーっの非常に大きな経過は、こ

の壁が突破できたということであります。これは九九年九月

八日、参議院決算委員会で当時の野中官房長官が「過ぐる大

戦の賠償並びに財産及び請求権の問題につきましては、サン

フランシスコ平和条約や二国間の平和条約、さらにその他の

関連する条約等に従いまして誠実に対応をしてきたところで

ございます。これらの条約等を踏まえた上で、従軍慰安婦問

題につきましては新たな立法を含めどのような措置をとるか

は、これら条約等が規定している問題ではないと考えられる

ところでございます。ですから立法措置をとっても憲法上の

問題を生じせしめることはなLリということで、きわめて官

僚主義的な壁がクリアできたわけであります。

ここから立法運動というものがいわば日程に上ってくる。

つまり慰安婦問題を解決するためのさまざまな法案の作成、

立法の試みというのはたくさんありましたけれども、いまま

での壁が乗り越えられなかったということで、これは九八年

lこ一つの展望が出てきたということはあります。

それからもう一つ、このときに、これは後に高裁で否決さ

れますけれども、慰安婦裁判について山口地裁下関支部が「

慰安婦問題というのは日本国憲法の栂幹に関わる重大人権侵

害だJということを言い、そして細かい法令は略しますけれ

ども、 「立法を行うのは国会の憲法上の義務だ」という判決
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まで下したわけであります。

ここから立法運動によって解決を求めていこうと。その場

合にやはり国民基金というのは一つの先行した大変貴重な例

であります。ですから国民基金のいわば失敗、あるいはそこ

から歴史の教訓を取りながら立法運動をやっていこうという

ことであります。

現在の段階どうなっているかといいますと、現在では野党

三党、つまり民主党、社民党、共産党、それから無所属議員

、これは共同提案で国会に、このレジメに書いてありますよ

うな「戦時性的強制被害者問題解決促進法案Jというのが出

ております。ここで「戦時性的強制被害者Jとしましたのは

、一つは、慰安所で因われている、いわば典型的な軍の性奴

隷、その他に和田さんが指摘されたような連続的・継続的に

レイプされている人、つまりこの両方を含むものとして「戦

時性的強制被害者Jということをあれします。

そしてこれの解決促進法案というものが国会で現在、いま

は選挙でいっぺん廃案になりました。また一月に新たにされ

ると思います。そしてさっき大沼さんが言われたように、野

党と政府与党との力関係ですね。これはわれわれNGOにと

ってはなかなかむずかしいわけですけれども、そういう段階

に来ているわけです。そして私はこの立法ができれば、基金

に善意を寄せてくれた人びと、この気持ちも十分生かされる

のではないだろうかと考えております。時間ですので終わり

ます。

橋爪 大変ありがとうございました。それでは上野先生、お

願いします。

上野 はい、きょうのタイトルを見て下さい。 r~慰安婦』
問題再考一一『右』から『左』まで一緒に議論しよう一一」

と書いてあります。何か事件があると、英語でこういう言い

方があります。 rイットゥ・テークス ・卜ゥー ・トゥー・メ

ーキッド・ハプン」、この集まりのなかになぜ被害当事者も

しくは被害国の方がいらっしゃらないだろうか、と私は最初

に疑問に思いました。お声をおかげになって、もしかしたら

お断りになられたのかも知れません。しかしながら、考えて

みましたら、ここで私たちが日本語でこういうことを話し合

うということは、日本という固とそこに住む私たちとが、慰

安婦という問題について一体いかに対処したかについての問

題を話し合う場ですから、これは日本問題について語り合う

場であると考えたいと思います。

この集まりがアジア女性基金の仕掛けによって成り立った

ことは、もうもはや十分にご説明になりました。八年間経っ

て、国民基金の事業は終結いたしました。その点では、日本

政府がこの問題にどう対処したかをめぐる慰安婦問題の歴史

的な転機にいま私たちが立っております。その上で国民基金

とは何だったのかという総括を、その担い手の当事者の方た

ちが、外部にこのように公開する形を取って、しかも批判的

な立場の私のような、あるいは荒井さんのような者もお呼び

いただいた上で自己評価事業をなさろうとしている、その姿

勢に敬意を表してここにまいりました。

その点では、例えば強制性労働というものがあったかどう

かという事実認定のレベルのような議論は、私はしたくあり

ません。この点については、政府および司法によって既に事

実認定は行われており、当時の国際法に遡っても強制労働条

約違反であり、かつ就業条約違反であるということも裁判に

よって明らかにされているということは最初に申し上げます

というわけで、私のテーマは「国民基金の総決算Jという

ものです。国民基金はスタートからのねじれを抱えておりま

した。それが後々に大きな問題を引き起こすようになるんで

すが、それは官か民かという玉虫色の解決を採用したという

ことです。これは名称の暖昧さにも反映されておりまして、

これは「国民基金」とも、あるいは「アジア女性基金」とも

、人によっては村山内閣がつくったから「村山基金」とも呼

ばれてまいりました。

この玉虫色は、圏内向けの顔、圏内向けには民間だと。圏

外向けには政府であり、官製であるという顔の使い分けとし

て行われてまいりました。そこでは政府出資と民間募金の組

み合わせと言いますが、例えば「償い金」の名前で出ており

ますお金は民間募金から出ており、国庫からは償い金は出し

ていないという、このようなエクスキューズを政府が園内反

対派向けに使うという形でやられてきたわけです。

したがって、考えてみれば、民が出した金を償い金として

差し出すのに、総理大臣がなんで謝る資格があるのかと思っ

たりしますけれども、それにしても、基金の理事の方たちに

とっては、総理名のお詫び状を含むこのようなやり方は、大

沼さんは「国家はすなわち政府ではなL¥ Jとおっしゃいまし

た。いかにも政治学者らしい理想主義ですが、その理想主義

が政府に利用されたということもお考えいただければと思い

ます。そのような呼びかけ人や理事にどなたがおなりになる

かについては、外務省の関与があったということもはっきり

しております。

ここでいちばん肝心なのは、誰がこれを求めたのかという

ことです。被害者という人たちが既におり、その人たちが既

に要求を日本政府に突きつけてきた、そのことに対して被害

者の要求と差し出されたものとの聞に、その出発点から決定

的なズレがあった。ここははっきり申し上げなければいけな

いと思います。

と申しますのも、 「宋神道裁判」という有名な裁判があり

ますが、このとき、宋さんは「私がほしいのは名誉の回復で

あって、金銭ではなLリ。したがって、最初はゼ口円という

案をお出しになりました。これでは裁判にならないという弁

護団の忠告を受け、それならというので「一円Jをお出しに

「
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なりました。一円では話にならないというので、その次に「

それなら一億円」という、これは将校クラスの軍人恩給の積

算をもとにした額でしたが、最終的には現行の日本の法律に

準ずるような形で一千二百万という額を出しました。これは

敗訴をいたしました。

もう一つ、 「文玉珠裁判」、還付裁判という名前で有名な

、これは郵便貯金、これは額が二万六千百六十五円です。こ

れは戻ってきたとしても、訴訟費用にさえ満たない額です。

しかもこれは文さんが賃金として支払われた額ではなく、チ

ップとして日本兵からもらった額をご自分が郵便貯金にされ

たものを、彼女は「なぜいま頃取り返したいか、自分が憎ん

でいる国の金融機関にそれを置いておきたくないJという名

誉の回復という動機でこれをお始めになりました。

この判決も原告の言い分は通りませんでしたが、ただし、

画期的な判決が出ました。それは「立法不作為の罪」、つま

り司法機関が立法機関に対して、いままで何もしてこなかっ

たこと、そのこと自体が犯罪だということを言ったわけです

。したがって、ここでの結論は、被害者の方たちの「筋の通

った補償」の要求に対して「筋の通らない補償」を提供した

。だとすれば、受け取り拒否が起きるのは予測された事態だ

ったということになります。

ここで起きるのが、国民基金が失敗だったということのも

う一つの理由は、何よりも二次被害がここで発生したという

ことです。支援団体の反対を受けてそれを押し切る形で行わ

れたものが、結果としては被害者の分断をもたらし、支援者

の聞に混乱をもたらし、さらにダーティー・マネーとなって

しまったこの償い金を受け取った被害者のさらなる沈黙、沈

黙をあえて破ろうとした人たちをさらなる沈黙に追い込むと

いう二次被害をつくってしまいました。

結果として国民基金は自らのやることを非公然化せざるを

得ず、隠密行動で被害者に接触し、それの結果、被害者の間

と支援団体のなかでさらなる猪疑心と混乱のスパイラルとい

うものを生み出すに至りました。その結果、このような状況

に対して、一部の理事による支援団体、市民運動批判という

のが出たのですが、私、大沼さんのお気持ち、痛いほどわか

りますけれども、これはおやりになるべきではなかったと思

います。段った人がそれ以上殴り返されたからといって、 「

殴り返したおまえが悪いJということはできないというのが

私の立場です。

そうなると、国民基金の政治的決算に関しては、私たちは

いま今日、この基金は「ないよりまし」な政治的な決断だっ

たのか、それよりも「なかったほうがましJだったのかとい

う厳しい評価に立たされます。いろいろなご説明がありまし

たとおり、これは「村山政権が成り立ったという戦後政治の

上の全く稀有な政治的な好機の一瞬を突いて出来上がった決

断であり、それ以前にもそれ以後にも可能性がなかったJと

繰り返しおっしゃるこの政治リアリズムには、根拠があった

。これは事後的に十年経ってみたら、残念ながら証明された

と言わざるを得ません。

すなわち戦後補償立法、慰安婦特別立法を議員立法でつく

ればいいと言いながら、今日に至るまでそれができていない

という政治的な現実、それから保守政権はその後、村山政権

の後、直ちに政権復帰し、今日に至るまで長期政権化してお

ります。その上、のみならず国民世論のナショナリズムはさ

らに強化する方向に動いてきております。事態は九一年のス

ター卜時よりもある意味で悪化しているかも知れません。

したがって、そのときの政治リアリズムによる判断は、残

念ながら当たっていたと痛恨を込めて申さざるを得ません。

しかしながら、どのような政治的な判断も、意図の論理では

なく、結果の論理で判断されざるを得ません。となれば、確

かに事業は相手国によって文脈が違いました。成功と言える

ようなものはあったかも知れません。しかしながら、ここで

起きたのは予想を越えた事態が起きたことでした。

しかしながら、もう一度ここで問いかけましょう。被害者

が償い金を拒否するということは本当に予想を越えていたの

でしょうか。反対派はこれを予想しておりました。だとした

ら、この予想を掴み損ねたということ自体が、被害当事者お

よび支援団体の状況把握が弱かったとは言えないでしょうか

この事態を例えてみれば、こういうことではないでしょう

か。 rお腹が空いたから食べ物がほし ~\J と言っている人に

、毒まんじゅうを与え、食べないと「私の善意が受け取れな

いのか」と怒る。 r毒が入っているから食べられないJと言

い、実際、食当たりを起こす人が出てくると、 「私は知らな

かった。予想を越えていた」というふうに言うが、実際には

、もしそこで現実に食中毒が起きたとしたら、この事態に対

して責任を取るべきは誰でしょうか。

私がここに出てまいりましたのは、基金を支えてきた和田

先生をはじめとする戦後日本の良心とでも言うべき理事の方

たちに対する敬意からです。止むことのない敬意からです。

しかしながら、この良心というべき人びとがこのようなねじ

れに巻き込まれ、日本の戦後政治の一つの失敗を自分の汚点

として引き受けられなければならなかったこの事態を、私た

ちがどう考えるかということを重い問いとして突きつけられ

ていると思います。

基金の理事の方たちは一人ひとりの誠実な善意から基金に

関わり、持ち出しで時間とエネルギーを費やされ、言うに言

えないつらい思いをなさり、その上、自分が成し遂げたこと

について、他人にそれを言って誇ることさえできない、その

ような立場に追いやられていらっしゃいます。私はこれをそ

のままにしておくことができないためにここにまいりました
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この方たちの良心と戦後の政治的なリアリズムの結合が基

金を推進しましたが、このなかで募金応募に応じた方も応じ

なかった方たちも引き裂かれました。九一年の時点で、私は

証言をいたしますが、慰安婦の方たちの証言は日本のなかに

大きな衝撃をもたらしました。私は市民運動の側におりまし

たから、 「あの人たちのために何かをしてあげたいJという

気持ちが沸点に達していたと思います。しかしながら、その

沸点に達していた気持ちが行き場を失い、基金に応じた人も

応じなかった人もいわばその善意の着地点を失って混迷した

と思います。

だとするならば、このような事態を引き起こしたのは、も

う一つは「あり得たかも知れない『もう一つの選択肢~ Jを

っくり出すことがで、きなかった市民運動の側の力量不足だっ

た」と大沼さんがおっしゃるのは甘んじて受けざるを得ませ

ん。そこではやはり私たちは市民の義務と国家の義務という

ものを区別すべきであった。その点では、市民は市民として

の義務を本物の民間基金としてっくり出すことで、偽の国民

基金と対抗するだけの力量が残念ながら持てなかった。その

結果として、基金理事の方たちは残念ながら国家の代理人と

して振る舞ってしまったと思います。

その点については、金による解決を禁じ手とした市民団体

の多様性の排除と目的の限定ということもあったと思います

が、もう一方で、どなたもおっしゃらないので申しますが、

「女性国際戦犯法廷」というものが二000年に行われてお

ります。ここでは「民衆法廷による『正義の回復~ Jという

ものがあり、これは被害者の方たちの大きな協力と全面的な

喜びをもって受け入れられています。 r私たちがほしかった

のは、お金ではなく正義の回復だ、った」。もちろんすべての

方がそうだというふうには申しておりません。

その点では、国民基金が自己総括をなさるについては、い

まからでも遅くないできることが幾つもあるかと思います。

国民基金はいま慰安婦補償の事業を終わられ、その他にアジ

アの女性支援や反性暴力の運動をもう一方の課題としておら

れますけれども、このような半端なことをなさるよりは、慰

安婦補償という責任を一定程度、さまざまな矛盾を抱えたま

ま果たされたということを前提にして終結され、解散をなさ

り、その限界と失敗を認め、ぜひとも内部から内部者でなけ

ればおわかりにならない事情も含めて、痛烈な政府批判を最

後っぺとしてやっていただきたいと私は思います。

それはこの基金の理事の方たちを含めたわれわれ自身の無

力を痛恨として歴史に刻む必要があるということです。基金

以後の展望も幾らか考えましたが、時間オーバーしておりま

すので、ここでやめさせていただきます。

橋爪 ありがとうございました。それでは日下先生、お願い

します。

日下 日下です。きょうは来て本当に良かったと思っており
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ます。いろんなことを教えていただきました。皆さんもお感

じになったと思いますが、 r ~右』から『左』まで」って、
どっちが右なのか左なのか、私から見ると、右のほうの人は

最初、お話が国家の話が多いんですよね。それから法律の話

が多いんですよね。でも、僕はそんなの関係ないなと思って

聞いていたんです。私は民間人ですから、国家から給料をも

らったことはありませんから、まあ、私は私で考えると。

なんでそう冷たい気持ちで聞いていたかというのは、いま

上野さんの解説でよくわかりました。私は一般市民で、別に

国家がどうするこうするということには本質的に興味がない

ということでわかりました。

それでアジア女性基金の方はいろいろむずかしいことをお

っしゃいましたけど、結局は「金を出せ」、それから「一緒

に謝ろう」という呼びかけだったんですよね。それはもう出

しますよ、謝りますよ、 「実際こういうことがあったんだJ

と教えてくれればね。それを教えてもらいたいわけですよ。

それを聞くと、 「いや、それは官房長官が認めているJと

か、 「裁判所が認めた」とか、 「国際なんとか会議でこうし

た」、私、そういうのは全部信用しませんからね。官房長官

って、ちょっとなってすぐ辞める人ですからね。裁判所、ア

ホな裁判官がいっぱいいるんですからね。そこで判決が下っ

たからって、学者が「判決が下りているからそう決まってお

る」、そんなことを言っちゃいけませんよね。だから僕は素

直に事実を聞きたいなと。

結局、そこの話を私が五分か十分かしょうかと思いますけ

ど、問題はいろいろありますよね。聞いている皆さんの気持

ちなんですよね。 rやはり何か悪いことをしたにちがいない

」、これ、考えの下地ですよね、常識ですよね。僕は「そん

なはずはねえJと思っているわけです。だからよっぽどちゃ

んと証明してくれないとね。 r日本国家はそんな愚劣な国家

でない。日本の男はもっとちゃんとしているはずだ。そう十

把ーからげに言わないでもらいたい。言うんなら証拠を出し

てもらいたい」というのが私の根本の気持ちなんですね。

ですから「強制された」と女性が言う。誰が強制したんで

すか。日本国家がしたんですか、日本軍がしたんですか。あ

るいはそのへんの、緯国でいえば韓国は日本領土なんですけ

れども、巡査がいました。これは韓国人の巡査もいた。巡査

がしたんですかというと、そんな証拠はどこからも出てこな

出ないはずですよね。それは韓国人がしたに決まっている

わけで、女itjというのがいたんですね。それが言葉巧みに村

のなかまで入っていって、お父さんにお金を渡して、お父さ

んが娘を売っちゃったんですかね、踊しちゃったんですかね

。娘は三日三晩半狂乱で泣きました。それはお父さんとお母

さんを恨んで泣いたんでしょうって、日本国家じゃないでし

ょうって、僕はそう想像しているわけですね。
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そうすると、 「そういうこともあります」という返事にな

るんですね。 rだけど、それが全部ではなL¥J。僕は「それ

が全部だJと思いますけどね。このへんは昔の話で、われわ

れも本当は知らないし、韓国の人だってもう知らない、昔の

話ですね。

そんなようなことで事実はどんなふうだ、ったのかなと、私

、比較的年寄りですから、年寄りの先輩・ 友だちがいますか

ら、この呼びかけを受けてからびっくり仰天して、これ、ど

こまで本当なんだろうと思って、昔、韓国に何十年も住んだ

人とかいろいろ聞いて回った。これも証拠というほど証拠に

はなりませんけど、こんな話もありますから皆さんも参考に

して考えて下さい。

その人が言ったのは、韓国というのは大変な身分社会で、

いちばん上は「王族」っていうのがいますよね。その下にい

るのは「両班」、これは高級官僚ですよね。字が読める人。

その下に「常民Jというのがいる。これはエンジニアなんで

す。そこから下はもう「農民Jがいて、その下は「農奴」で

す。奴隷同然の人がいるわけです。これがもう実にしっかり

分かれていた。それは住んでいる場所でもわかるし、職業で

もわかるという社会でありました。これが五百年ぐらい続く

わけですけどね。

実はその両班という貴族のところへときどき呼ばれてセッ

クスをしに行く女性というのがあったわけです。その人は不

思議なことを言ったんですね。 rこれは商売で行くんじゃあ

りません」って言うんですよ。 r尊い身分なんです。偉い人

のところヘ行ける女性というのはそれは自慢なんです。これ

は商売じゃありません。身分なんです。したがって、自分の

意思で辞めるということはないんです。先祖伝来の職業なん

ですJと。

ですから廃業するという考えはないわけ。呼ばれたら名誉

だ‘と思ってお家へ出かけていく。帰りにお土産をたくさんも

らって帰ってくる。こういうことであって、昔の韓国に都市

はないから大都市つてないんですよ。大都市がないんだから

盛り場もない。赤線地帯もない。商売女もいない。商売女を

買うようなのは外国人だ。外国から来て貿易をする人が都市

にいて、そういう人が「誰か女いないか」ということはあっ

たでしょうと。

王宮の周りに高級な両班がいますよね。両班は商売女を買

いに行かないわけですからね。というわけで日本が来て国民

全部に字を教えて、それから「商売をしてもいいですよ、身

分制限はありませんよ、才能のある人は何でもやりなさい」

。で、都市へ出てきて商売人になる人がいて、だんだんそれ

に応じた商売女というのが少しはできてきましたよ。そうい

う女性はどこから来たかというと、農村・山村のいちばん下

の人が来たと。

{業はそれはそうだろうなと思って、その頃の賃金表を調べ

たんですよね。私が小学校の五年生の頃、日本は急に軍需産

業が栄えまして、電信柱に「少年工求む」、いまで言うとパ

ートタイマーみたいなものですけど、 「一日一円二十銭」っ

て書いてあったんです。

その頃、韓国のほうでは一円とか九十銭とか、韓国人はち

ノょっと安い。差別といえば差別だけど、それはいろいろ使い

にくいんですから安い。そこで女性はまたもうちょっと安い

。一日六十銭ぐらいになる。そのとき男でも一日六十銭、女

ならば四十銭になるという村が韓国のなかにあったわけです

よ。そういう貧しいところの人が都会ヘ働きに出てくるとい

う状況がありました。

そこでその女街とかなんとかいいんですけれども、 「お嬢

さん、いい儲けがあるよJ。お父さんは売った人いるでしょ

う。そのとき、なんと言ったか知りませんけど、ともかく行

ってみれば兵隊さんのお相手をする。させたのは業者ですよ

。軍じゃありませんよ。これはもう間違えてくれちゃ困るん

です。

なんでも軍がしたと思うが、軍というのは官僚組織の塊で

すから、それは何をするにも文書がある、命令がある。 rこ
の命令は誰に宛てたものだJという発令者と受令者が絶対書

いてある。それは関係機関にもあれば、記録が必必、ず

る。制度には必必、ず根拠があるというわけで、 「従軍慰安婦」

なんて書いた文書は絶対どこからも出てこない。そんな制度

はありませんからね。あったにちがいないと思うんなら、そ

んなに日本を野蛮国だと思わないで下さいと。

そこでもう一つ区別したいのは、フィリピンや中国では女

性を引きずり込んで監禁してみんなでレイプしたという話を

聞いたんでしょう。信じてお帰りになったんでしょう。私は

わからないから、なんともわからんけど、僕だったらすぐ質

問することがある。

それは日本国がやったことか、あるいはフィリピンの駐屯

軍司令官が命じてやらせたことか、たまたまその村に駐屯し

ていた三十人か四十人の小隊とか中隊とかのならず、者で、ゃっ

たことか、あるいはそれも小隊長や中隊長は知らない聞に五

人か十人の、それは組織ではないんですよ。 r今夜、退屈だ

」なんでいってね。それは早稲田の学生と一緒ですよ。 r誰
か女を探してきで」という五人か十人のグループがしたこと

なのかはすぐに質問しなきゃいけない。当然ですよ。

そこには陸軍刑法というのがありまして、 「占領地におい

て女性に悪いことをした者は懲役何年」と書いてあるんです

から。ここにも資料がありますけどね、 「陸軍刑法第八十八

条の二 戦地または帝国軍の占領地において婦女を強姦した

る者は無期または一年以上の懲役に処す」と書いてあるわけ

です。日本陸軍はそれだけの秩序を持っていたわけですね。

ですから極東裁判で南京で日本の兵隊が暴行・略奪・虐殺

をしたというので証人を東京ヘ呼んだことがあるわけです。
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その証人が言ったのは「日本の兵隊が家からズボンを半分一

生懸命引き上げながら出てきて、私の顔を見たら飛んで逃げ

た」。そういう証言が一つしかないわけですね。ということ

は、その兵隊は「見つかったら処罰される」と陸軍刑法を知

っているわけです。だからたぶん強姦はしたんでしょうけれ

ども、見つかっちゃ大変だと，思って逃げたわけで、これは個

人犯罪ですからね。こんなものは世界中みんなあるわけであ

りまして、個人犯罪をすぐ日本国家の犯罪にまで広げるのは

、国家に対する名誉棄損だと私は思っているわけです。だか

らそこは慎重にやってもらいたい。

この呼びかけがあってしばらくして「朝まで生テレビ」か

何かをちょっとつけたら、下村満子さんが出てきて、みんな

からいろいろ言われたとき、 「問題は女性の尊厳です!Jと

絶叫したわけですね。私は「はあ、あ一、男性の尊厳だって

ひどい目に遭っているんだけどなあ」って。

私の知ってる上級生は、十九、二十歳で急に戦争に取られ

て、半年か一年後にまた閉じ学校ヘ帰ってきたんですよ。そ

ういう人たちがこの慰安の話をしていました。だから行った

というのもいるし、行かなかった。行かなかった男もたくさ

んいるんですよね。それはまだ十九、二十歳ですから、 「そ

んなところの女性を相手にする気はない。自分の恥だ。自分

の家族、お父さん、お母さんに対しでもおれはそんなことは

しない」。そういう上級生いっぱいいましたからね。そう十

把ーからげに「男はみんな野獣と化してなんとか」と恩わな

いでいただきたいんですよ。

そういう人はいます。それはアメリカ人にもいます。私は

昭和二十年八月十五日以降、大阪、神戸にいましたから、ア

メリカの兵隊がたくさんやってきてむちゃくちゃをした。み

んな覚えていますよ。あれ、裁判起こしたいですよ。アメリ

カヘ行って「おれの親戚のお姉さんをやったじゃないか」と

言いたいですよ。だけど言わないのが日本人なんですけども

ね。

だからまあ、お互い様のことかなあなんて思っております

が、そういうような区別をいろいろ立てて議論をしていただ

きたいんです。男性の尊厳ということを発言する人がいない

から、私はきょうはそれを言いにやってきたんです。メンバ

ーの皆さんを見ると、女性基金の人がずらっと揃っています

から、 「きっと日本の男はみんな下劣だと言うのかなあJ r 
会場に集まる人もそういう人がいっぱい集まって言うのかな

あJ r私が何か言うと、野次られるんだろうな。野次られる

んなら行こうJと思ってきたら、誰も野次らない(笑)。こ

れでは、まあ張り合いがないというか、さすが東京工業大学

はレベルが高いと感心しておりますけどね。

事実は一体何なんだということをまず知りたいんです。そ

の上でなるほどと思えば、私はお金も出しますし、謝りもい

たしますが、いままでのところ強制したのは日本国家ではな

い。 嬬したのはお父さんじゃないか。

戦地で「セックス・スレブ」という英語を使っている。こ

れ、日本人だから気楽に使うんですけど、 「スレブ」という

のはアメリカにはいたんですからね。ついこの閉まで現実に

いたんですからね。マーク・卜ーウェンの小説にも出てきま

lすよね。どこの家にも一人や二人の奴誌はいた。ちょっと買

ってきて置いといた。これは商品です。人閉じゃありません

から。殺しちゃってもいいんですから。これはもう性の慰み

の対象にするぐらい、あるいはいじめの対象にするぐらいは

日常茶飯事で、ついこの閉までそれが法律で許されていたと

いうのがアメリカですから。

これはイギリスでもドイツでもフランスでも、それはちょ

っと百年前か二百年前かの違いがあるぐらいで、だから彼ら

はスレブというのはこの世にあるものだと思って、 「ああ、

日本もそうか」。しかし、日本ではそんなものないんですか

らね。あったとしても千年前ですからね。だから日本人は、

性的奴隷というのはただ文学的に言っていますけどね。文学

的です。 r奴隷みたいに可哀相」という意味ですけど、向こ

うの人は「お一、そうか、奴隷か、殺してもいいんだな。何

しでもいいんだな。売っ払ってもいいんだな」と恩っちゃう

わけですから、本当にこんな英語を使っちゃいけませんよね

というあたりが私の疑問でありまして、もうちょっと男性

の尊厳とか日本国家の名誉とかを考えた上で慎重にやってい

ただきたかったというのが私の言いたいことでございます。

橋爪 ありがとうございました。三時間なんですけれども、

休憩を入れたいと思うんです。あと私一人がちょっと発言が

残っておりますので、簡単にちょっとお話した後で十分ぐら

いの休憩を入れたいと思います。

プリントのなかではいちばん最後に書いてございますけれ

ども、日下先生が「そういう事実があったんなら謝ろう」と

いうことで、事実の問題についてお話下さいました。私はそ

の「謝ろう」という謝罪についてちょっとお話いたしますと

、私は中国に行く機会が多く、中国にいろいろ知り合いとか

友人とかの方々がいて、お年寄りの方、つまり日本の戦争被

害を受けた方なんかもときどきお話するチャンスがあるんで

すけれども、非常に微妙な感じに襲われるんですね。

その方はいろいろな被害を受けて、日本というものに反感

、あるいは現在の日本は違うんだということは理性でわかっ

ていらっしゃるので、表に出したり、私が日本人であるとい

うことで複雑微妙な感じになるので、表情がちょっと固かっ

たり、いろんなことがあるわけです。

そこから私はいろいろ感じるわけです。つまりこういう過

去の歴史がいろいろあって、そこで私はどういうふうにした

らいいかということを考えるんです。たぶん謝るというのは

一つのチョイスなんですけれども、私は一九四八年の生まれ
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で、一九四五年までの事柄については、知りもしないし、影

響の与えようもないし、とりあえずは関係がない。ただ、日

本人であるということで謝る。

謝るのは簡単だが、謝る理由と資格があるだろうかと考え

ると、まず事実関係についてもぜんぜん知らないし、という

ことから始まっていくと、謝るということは謝る理由と資格

がないならば、その場を取り繕うために、つまり自分の保身

のために謝るという行為をして、相手ににこにこしてもらっ

たり、自分に好意的に振る舞ったりしてもらおうということ

に過ぎず、非常に利己的な行動ではないだろうか。

謝るには、それなりの十分な理由が必要だということを常

に感じるわけです。それを組み立てていこうと考えますと、

非常に膨大な作業になって大変なんですけれども、それをや

ろうというのは、国民という考え方が非常に重要で、女性に

も「国民基金」というふうに入っておりますが、それは正し

い考え方だと思うんです。それは話すと長いので、ここでは

申し上げませんですけれども、私なりに考えた本としては『

天皇の戦争責任』という何人かの方と共同で対談した本がご

ざいます。そこのなかにまとめて私の考え方を述べてござい

ます。

そういう考え方からこの慰安婦の問題を考えていくときに

、どういう困難があるかなあ。これ、非常に微妙でむずかし

い問題で、 rl¥けないに決まっているさ」とか、ある感情的

な判断をするのは簡単なんですけれども、いざ、自分がここ

にいるとか、生きているとかという事実とつなげていこうと

思いますと、実は非常にむずかしいということがわかります

のがまず私の最初の出発点というか、考え方の入口になりま

す。

次に慰安婦の問題というのを、過去にもいろいろあります

が、過去の戦争のなかの慰安婦というふうに考えてみますと

、これは第一部でも申し上げたんですけれども、戦争という

のは非常に悲惨な出来事で、多くの人びとが不本意なまま命

Iを失ったり、人権を失われたりするということで、百万、場

合によると一千万という単位でそういう方々が被害や苦痛を

お受けになる。

そこにはさまざまな語りきれないエピソードがあるんです

けど、そのなかに慰安婦というのが一体どれぐらいのウェー

卜を持つ問題なんだろうか。戦後処理の文献をいろいろずう

っと見ていきますと、戦争直後、戦勝国側も敗戦国側もこう

いうことはほとんど問題にしておりませんで、平和条約、独

立のときにもほとんど問題になりません。

それからずうっと来まして、.八0年代ぐらいになって急に

慰安婦の問題がスポットライトを当てて大きな問題になるわ

けなんですね。それにはおそらく過去の事実が変化したとい

うよりも、現在のわれわれが変化したということが大きくて

、具体的に言いますと、戦後日本社会のモラルが変化して、

例えば赤線があって、売春が合法であった時代からずいぶん

いろいろ経まして、普通の人の性モラルとか性行動というの

はぜんぜん変わったきた。またアジアの諸国では民主化やナ

ショナリズムが進みまして、日本との過去を見直して、自分

たちの尊厳を取り戻したいという強い動機をもつようになっ

たとか、 .冷戦構造が終わって、過去の問題をもう一回ほじく

り返しても各国が国益を損なわなくて済むようになったとか

、そういう状況の変化があるのかなと思います。

それからもう一つは、この慰安婦というのは戦争の問題で

あるのか、人道・人権、女性の尊厳の問題であるのかという

両方の側面がありまして、大変に暖昧な、どちらの考え方で

アプローチするのかというところも大変むずかしい問題だと

いうことがまずあります。

三番目に行きますと、被害があったんなら補償、つまりお

詫びでお金を出すとか、謝罪をするということになるんです

が、この補償に関して非常にむずかしい。個人補償するとい

うのがいちばん望ましい方法だと仮にいたしましでも、慰安

婦の方という個人を特定しないかぎり補償ができないわけで

す。これは女性基金だから失敗するんじゃなくて、仮に日本

国が政府主導の基金をつくるなり、外務省や厚生労働省が直

接この事業を行おうとしても閉じか、それ以上の問題が起こ

ります。

「何丁目何番地の誰それさんは慰安婦でしたね。ですからお

金を届けます」ということになりますと、ひっそり暮らして

いらっしゃる方に、大きな内的な精神トラウマがあったはず

なのに、その事実が周囲の人の知るところとなって、大きな

そのむずかしさをちょっと整理してみたんですけど、あと

の世代の人間としては歴史とか関わることのむずかしさとい

うことが慰安婦に限らずまずあるわけで、歴史というのは非

常に微妙なもので、過去の出来事が歴史なんですけれども、

過去の出来事をいまのわれわれが認識する、いまのわれわれ

が言葉にする、いまのわれわれが過去の出来事を前提にして

行動するという、そのために歴史があるんですね。ですから

過去の出来事なんですけれども、歴史というのは現在のわれ

われの活動なんですね。

そういうこ重性があって、ちょっと考えると、過去の出来

事がもうどこかで、例えば強制があったのかなかったのかみ

たいに、一義的な正しい事実があって、それを発見しさえす

れば歴史の問題は終わりみたいに見えるんですけど、実はそ

うじゃなくて、実はそういうではないかも知れなくて、常に

常に現在繰り返してっくり出していく、語っていくという努

力なんだと。

慰安婦というものもそういう語り方の問題として八0年代

、九0年代、まあ、九0年代でしょうか、に現れてきた私た

ちが過去と向き合う一つの方法なんじゃないのかなあという

「
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二次的、三次的被害が及ぶ。これは上野先生が指摘なすった

とおりなんですけど、このような事柄を防いだ形で個人補償

というのはできるだろうか。これが鹿島建設の労働とか、他

の形の被害であれば尊厳に関わらないんですけど、性という

ことは非常に微妙な問題がありますので、そういう問題を起

こしてしまうわけです。

次に補償する主体というのが問題で、運動側の方は国が補

償しないといけない。ところが法律や制度の枠組みで国が補

償できないと、そこで国が関与するようなしないような補償

の方法、つまりアジア女性基金の事務費や裏方というのは全

部国がやって税金を出すんですけど、渡すお金に関しては民

間で集めたお金、民間だけのものを渡す。こういう抱き合わ

せになっているんですね。

これはそのもともとの慰安の施設、軍があって軍の目的の

ためにサービスをするんだけど、サービスをする主体は民間

で、民間の女性を連れてきて提供するという、この玉虫色ぶ

りとちょうと、見合った解決になっているんですけど、そこに

は何か必然性があるような気もします。

四番目に、この慰安婦問題を考えることのむずかしさとい

うことがあるんですけれども、まず慰安婦の現実というのを

ルポルタージュなどで見れば見るほど、まことに「本人に責

任がないのに、こんなにひどい人生を送って」ということで

いろいろこみ上げるものがあります。

誰かが悪いにちがいない。じゃ、悪いのは誰なんだ。とに

かく誰かが悪いはずなので、私はそれを非難する側に回る、

こういうことを考えるのもまたきわめて容易なんですけれど

も、これが一体出来事に何かプラスをもたらしているかつて

考えてみると、結局、これは謝れば相手の人間との関係をう

まくできて、自分はいい人であるというエゴイズムみたいな

ものとそんなに区別がつかないような気がして、非常にむず

かしい問題だというふうに思うんですね。

またアジア女性基金を評価するのも、 「失敗」とおっしゃ

っていました。、限界があるのはもちろん確かなんですけれ

ども、限界があることをもって失敗と言えるかどうか。つま

り、ないほうが良かったと言えるかどうかというのは、私は

非常に疑問をもっていまして、いまこれ、歴史のーコマにな

ろうとしているわけなんですけれども、この九0年代に出て

きた問題に、いろいろな制約のなかで現実に取り得る唯一の

方法に近いものとしてアジア女性基金というのが出て、関係

者の方々がいろいろな考え方やお立場から多様に努力して一

つの事業を成し遂げたということに関しては、それは日本の

側の自助的な努力として評価に値する、つまり失敗ではなか

った、限界と同時にそのように私個人は評価できるのではな

~\か。

しかし、これは非常にむずかしいいろいろな判断を含むこ

とではないか。そしてこの問題から何を汲み取るかというこ

-27 -

ともまた非常にむずかしく、私は何を汲み取るべきか困惑し

ているんですが、きょうの議論がそれにプラスになれば幸い

です。

ということで、発言をまとめさせていただきますが、後半

はパネリストの皆さんの聞の自由討論と、それから会場の皆

さんからのクェスチョン、ご意見なども交えまして、予定は

l六時三十分ですけれども、進めてまいりたいと思います。私

の時計でただいま五時十分ですけれども、十分間の休憩をい

ただきまして二十分ちょうどに始めたいと思います。十七分

か十八分までにご着席になるようにお願い申し上げます。

(休憩)
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橋爪 それでは再開したいと思います。約七十分の時間が残

されております。非常に貴重な時間ですので、有意義に使っ

てまいりたいと思うんですけれども、最初にきょうのパネル

のオーガナイザーである大沼先生に口火を切っていただいて

、少し論点を整理していただいて、その後、なるべく早い機

会にフロアのほうに発言のチャンスが回るようにいたしたい

と恩います。

大沼 それではちょっと上野さんが遅れられていますけれど

も、いちおう私のほうから三点ほど論点を出させていただい

て、各パネリストの方でご希望の方、橋爪さんに司会をやっ

ていただきますけれども、三分以内で、希望される方は手を

挙げていただいて、その三点すべてということではなくて、

自分が希望する論点についてご発言いただくと。それからフ

ロアの方から、これは二分以内でお願いしたいと思いますけ

れども、それに関連してご発言、ご質問いただいて、それを

橋爪さんが司会して下さってパネリストで回したいと思いま

す。

論点の第一は、事実については、日下さんのほうで国家の

強制ということについてはかなり強い反対のご意見がありま

したけれども、それは日下さんのご意見としてお聞きするこ

ととして、過去にあった事実を現在どのように評価すること

ができるのか、すべきなのかということですね。

橋爪さんが最後におっしゃった「事実としては当時いろん

なことがあって、それは日本だけのことではなかったろう。

またそれは戦争直後の平和条約や国交正常化条約でも問題に

ならなかった」、それが九0年代以降、おそらくフェミニズ

ムの高まりと民主化、ナショナリズムの高まりなどから大き

な問題となってきた。その他の問題も戦争について植民地支

配についてはあるというなかで、事実は後で評価が変わって

きたことをどう考えるか、この問題についてパネリストとフ

ロアのほうからご意見を聞きたいと。

二番目は、これは上野さんと荒井さん、それから私の話に

もありましたけれども、基金をどう評価するか、この問題が

出てきて、日本政府は基金をつくって、それによってこの問

題の解決をはかる、和田さんや私はそれに参加して積極的な

役割を果たして、上野さんや荒井さんはそれに批判的な立場

を取ってこられて、また日下さんもそうであったと、ぜんぜ

ん違った方向からではあるけれども。それをさらにどう考え

るのか。

第三は、上野さんと私が主に提起した問題ですけれども、

そして橋爪さんもおっしゃったことですけれども、では、基

金をつくらないでどういうことがあり得たのか。基金をつく

ることによって、さまざまなネガティブな面があったという

ことは荒井さんと上野さんから指摘があって、一定程度、和

田さんも私もそれを認めるということはありますけれども、

他方において、基金が合計で三百六十四名の被害者の方々に
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償い金と総理のお詫びの手紙と、それから医療福祉事業をお

渡ししてきた。

そのなかにはもちろん非常に多様ですけれども、そのこと

によって非常に生活の点で‘助かった人、または総理のお詫び

の手紙を非常に喜んでくれた人というのもおられた。当時、

基金をつくらなかったとしたら、一体どういう選択肢があり

得たのか。それを考えることはさらに、では、今日、基金が

できてしまったという現実を踏まえて、これからどういうふ

うに考えていけばいいのか。

以上この三点を中心にご議論をいただきたいと思います。

くれぐれも発言をパネリストの方は三分以内で、フロアの方

も二分、どんなに長くても三分ということで、後は橋爪さん

に仕切りをおまかせしたいと思います。

橋爪 提起を大変ありがとうございました。 rチーン」とい

うベルがありませんので、こういうのを「巻き」というサイ

ンでお願いしたいと思います。発言の方、どうぞ。

上野 ちょっと冒頭に、先ほどの発言のなかで疑問と誤解が

あったことを正しておきたいんですが、橋爪さんのなかで「

二次被害」という私の概念が全く取り違えがありましたので

、誤解を訂正しておきたいと思います。

二次被害と申しますのは、お金をもらったことによって自

分の過去が公表され、そのことによって被害を受けるという

ことではありません。全くありません。実際、日本政府に要

求を突きつけておられる被害者の方たちは、公然と氏名を公

表し、毎週水曜日の日本大使館への水曜テ‘モにも出ておられ

るような方ですから、その方たちがこのお金をめぐって受け

取るか受け取らざるべきかということのお互いの対立と混乱

とそのことに伴うさまざまな運動体の混乱を引き起こしたと

いうことが二次被害ということであって、決してお金をもら

うことでスティグマを受けたということではありません。し

かもそのお金は、筋の通ったお金であれば決して彼女たちは

受け取らないとはおっしゃらないわけで、筋の通らないお金

を受け取るかどうかについてのこ次的に発生したスティグマ

である。ここは誤解を正しておきたいと思います。

それと継続的に質問はしてよろしいでしょうか。

橋爪どうぞ。

上野 日下さんに簡単なことで質問したいんですが、裁判で

事実認定が行われているから、それを信用するという単純な

ことは私もしておりません。何よりも何が起きたかについて

は「私はこんな経験をした」という被害当事者の証言がまず

第ーだと思いますが、それについては日下さん、全く触れら

れませんでした。 r本当に何があったかを関係者にいろいろ

聞いて回った」とおっしゃるぐらいだから、当事者にお聞き

になったり、あるいは当事者のものをお読みになったかと思

いますけれども、被害を受けた当事者が、つまり、軍の監視

下における強制性労働を受けたということについてはどうお
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考えなのだろうかが質問の一つです。

二つ目には、では、その強姦を誰がやったか、軍律違反の

行為を誰か下っ端の将兵がやったと仮におっしゃったとして

も、そのことから実際に引き起こされる何らかの損害に対し

ては、一体それは軍は責任を持つのでしょうか、持たないの

でしょうか。この二つについてお答え下さい。

日下 はい、はい、先ほど上野さんには個人的にお答えした

んですけど、またさらに答えるチャンスを下さいましてあり

がとうございます。

従軍慰安婦だった女性に会ったことはありませんし、話を

聞いたこともありません。先ほど上野さんに答えたのは、 「

軍の監視下、監督下、コントロール下で売春を強制されたと

言っている証言がたくさん印刷物にあるから読みなさい」と

いうお言葉でしたよね。で、私は重ねて質問したのは、 「軍

の監視とか監督とか強制はどの程度のものであったかという

ことをちゃんとわかっていて、ちゃんと証言しているような

賢い女性がいたんなら読みますよ。ぜひ私のほうへ回して下

さ ~\J 。

というのは、軍隊というのはどんなに規則でがんじがらめ

だったか、いまの人は知らないからなんですよね。これはも

う大変な官僚社会ですからね。行ったら看板には「海軍青島

慰安所」なんて書いてあったかも知れませんけれども、それ

は別に民間業者がやっていた。そこで出てきて怒ったり殴っ

たりした人はみな中国人とか、そういうことの区別ちゃんと

ついていましたか、ですよね。そういうことまでの女性はあ

んまりいないだろうなあと思っているんですけど、もしいて

、そういうのがあるんならぜひ勉強させて下さい。

そこから先、じゃ、本当にレイプされた女性がいたとして

、それに対して誰が補償するんですか。これは僕も聞きたい

。日本の女性がアメリカ兵にさんざんひどい自に遭っていま

すから、それこそ学者の方に教えていただきたい。僕は知り

ません。

和田 日下先生と以前九六年にちょっと議論をさせていただ

いた経験がありまして、きょうもお話を伺いましたが、軍が

どのように関係していたかということにつきまして、いろい

ろな議論があるのでございますけれども、やはり軍が慰安所

を設置するということを推進し、それを指導もしたし、援助

もしたし、助けもした、監督もしたということはやはり動か

しがたい事実であるように私には思えます。

日下賛成です。

和田 それで例えば四二年に南方軍が台湾軍司令官に宛てて

電報を送っておるわけですけれども、それには「慰安土人五

十名なし得る限り派遣方をお願いしたい」と。慰安婦とする

ための土人、台湾の土着民の女性を五十人ほと、送ってほしい

という手紙が来まして、それで台湾軍の司令官が憲兵に依頼

して、 憲兵が三人の業者を選定する、そして女性を集める、
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、

それを軍の船で送る、こういうことをしているわけですね。

閉じことが朝鮮軍でもあったということで・・・…。

日下 朝鮮軍でありました?

和田 ありました。これはアメリカ軍の資料でございますけ

れども、そのときに朝鮮軍のほうから憲兵が来て、業者は依

頼を受けてその業者の主人が女性を集めたと。そしてその乗

っていった船は軍の船で五百人ぐらい女性が送られた、とい

うことがいちおう資料的には出ております。

日下 ただし、その頃は売春は合法ですから、女性も商売で

「こんな儲かる商売はない」と思って行ったはずで、強制的

に何も縄つけて引っ張ったわけじゃないと思いますけど、ど

うですか。

大沼 先ほど日下さんがおっしゃった点で、私はやはり日下

さんの個人のわりと狭い範囲の聞き取りや自分の確信だけで

なく、この問題については非常に多くの学者が多様な形でイ

ンタビューをしたり、事実、証言、 資料を調べて研究を蓄積

しているわけですね。判例というのもそういう非常に実証的

な基礎の高いものに立脚して事実認定は行われている。

それからフィリピンで例えば元慰安婦の認定というのは非

常に大変な仕事で、橋爪さんがおっしゃったことに関わるわ

けですけれども、日本の政府であれ、NGOであれ、それは

できないわけですね。というのは、当然、フィリピンでは償

い金二百万で医療福祉事業は百二十万で合計三百二十万です

けれども、フィリピンの場合は日本よりも物価水準が非常に

安いですから、これはフィリピンにとってものすごい巨額な

お金になって、実際にもらった人の多くは、家を建てて、そ

れでさらにお小遣いが残ったというぐらい巨額なものなんで

すね。日本で考える三百二十万とは全然わけがちがいます。

そうすると、フィリピンの場合も他でもそうですけれども

、当然、お金がほしくて嘘をついて「自分は慰安婦だったJ

という形で、申請する人だ‘って、それは世の中にはいるわけで

すね。それをフィリピンの政府は非常に努力を重ねて調査を

して、 r~\や、あなたは慰安婦ではなかったJ rあなたは慰

安婦だ‘ったJということを認定しているわけですね。それは

時期によって違いますけれども、大体半分ぐらいはフィリピ

ンの認定ではねられている人が実際にいるわけです。

ですから私は日下さんが「日本がそんなに不名誉な国であ

るはずはなかった」と思いたいお気持ちはわかるにしても、

そういう広範な事実認定というのがいろんな研究や政府や裁

判でなされているというそこを認めないと、議論の出発点が

成立しないと思うんです。

日下 いやいや、遣います、違います。そこで皆さんは「国

家が関与したから国民は金を出せ」とおっしゃったんです。

そこのところで話が違ってくるわけです。事実認定は、それ

は評論家がいろいろにすればいい、学者がいろいろにすれば

いい。だけど、国家に責任があるかどうかということなんで
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す。そのフィリピンで慰安婦だったということは日本国家が

強制したんですか。建物を建てたとか募集したとか。だけど

、やってきた人がみんな任意なら別に国家は関係ないでしょ

う。売春行為そのものに日本国家は関係ないでしょう。

大沼 ですから先ほどのこれは第一部のほうでも私は申し上

げましたけど、これも非常に多量の研究の蓄積があって、非

常に多様のケースがあった。非常に多くの場合は輔されてい

た。それは日下さんだって昔の日本のことをよくご存じです

から、いわば軍隊は形式主義だとおっしゃいますけれども、

しかし、すべて文書で上官が下士官や兵隊にやらせていたと

いうことは嘘ですよね、はっきり言ってそんなことはあり得

ないわけであって、上官の威令で実際上、意向を体して下の

者がやっていたというケースは無数にあるわけですね。

そういう形で実際に慰安婦の設置 ・運営というのは行われ

ていた。そういう意味での国家の関与、軍の関与というのは

明らかにあった。これはいろんな意味でのさまざまな研究書

や事実認定でほとんどもういまそこを争うということは、お

よそちょっと考えられないということだと思います。

日下 じゃ、法的責任は日本にないわけだよね。まあ、 「事

実上Jとおっしゃるんでしょうな。

大沼いや、いや。

橋爪 ちょっともうクリンチ状態になっていると思います(

笑)。この論争は古い論争で、いろいろな書物に十分両方の

お立場が書いてあると思うので、ここでこれ以上やってもし

ょうがないと思うので、それを上回る何か別な発言があれば

会場から承りますけれども、私なりに整理させていただくと

すれば、いま典型的に両方のお立場が出たんですが、事実上

、軍が占領地や何かを支配したり管理したりしているという

ことは当たり前で、売春以外のすべてのものをそういうふう

にして管理していたわけだから、慰安所も管理じていたので

しょう。

しかし、問題は強制性ですね。 rおまえは売春をしなさい

Jとか「慰安婦になりなさい」という形で軍、あるいは国家

の意思が直接関与した、国家にこの問題について責任があっ

たかどうかということをおそらく日下先生は問題にされてい

て、そのことに対する明白な証拠がないではないかという議

論はまだ生きている議論だと思うんですね。

その上で私が申したいのは、この議論は正確にやろうと思

うと、いろんな結論が出ることですけれども、しかし、国家

が行動するときには、責任があったとかなかったとかはっき

り言ってどちらかにしなければ、国際関係というのは維持で

きないわけなんですけれども、少なくとも官房長官談話か何

かで、 「国が関与したというふうに発言をしてしまい」とい

うふうに言っておきましょう。 rしてしまLリ、その事実認

識についていろいろな議論があったときに、 「それは日本政

府の責任のある事実認識である」というふうに他国に受け取

られ、日本国民もそのように受け取ったと。

だから議論は引き続きしていっていいんですけれども、こ

れはもう事実であって取り消しができないことになってしま

ったと。この基金というのはそれを踏まえて出現したことだ

と思うんですね。ですから私は日下さんと同じように考えま

すけど、しかし、政府がそのように認めた以上、これに対す

るアクションを取らなければ、日本国の尊厳というのはもう

保たれない状態になったというのが私の認識です。

これ以上に何か新しい論点でこの事実問題に関して付け加

えることというのが何かパネリストにおありになれば、ある

いはフロアにおありになれば発言を承りますが、できるだけ

早く次の論点も議論したいと思います。いかがでしょうか。

フロアのほうはいかがですか。はい、では承ります。

F 1 僕はきょうの会場で最年長者の一人だと思うんです。

それで自分自身が体験したこともあるし、戦争中の軍隊のあ

り方もあったり、きわめて軍隊では戦気を高揚するためにそ

れから若い人たちはセックスをしたいわけですよ。そういう

ものを満たすために軍隊はそういうものを要求したわけです

。片一方は貧乏で飯が食えない人が韓国や朝鮮にたくさんい

たわけです。そういう利害が一致して成立したことだと思う

んです。その湯合に、国家が責任があるかどうかということ

については、これはそういうことを満たしてくれた、戦力に

協力したことに対する報償が必要かどうか、そういうふうに

思いますけどね。

これは現実に、先ほど一部のときにも僕は申し上げました

けれども、僕の先輩で慶応大学の外科の先生で慰安婦の担当

をして、その病気になった人を実際に治療しているんですよ

。それで実際、僕の仲間は慰安婦の係になっています。強制

があったかないかということについては「強制はなかったJ

と言っていますよ。なかったということは、要請はしました

よ。それから連れてくるというのは業者がみんなやっていま

すよ。それは戦争の末期になればどうか知らないですけど、

少なくとも末期以前は、 事実はそういう状態だったと思いま

すよ。僕の聞いている範囲では以上です。

橋爪 ありがとうございました。当時を知る方からの証言と

いう意味で受け取らせていただきました。

上野 どうもいちばん基本になるはずの当事者証言というも

のに皆さんあまりお触れにならないのが、私は不思議で仕方

がないのですが、ご本人たちが「強制があったJとおっしゃ

っている事実をどのように受け止められるのでしょうか。

橋爪 蒸し返しになりますが、 「強制はあった」という証言

はそのとおりだと思いますが、問題はそれが国家意思による

強制だったかという点なので、そこで水掛け論になってしま

うわけです。

上野 そこはわかりますが、任意であったという議論が繰り

返し出てまいりますので、ご本人がそれを否認しておられる
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といういちばんの原点、そこからこのすべての問題が始まっ

たということをお忘れにならないようにしていただきたいと

思います。

橋爪 はい、では、日下先生に発言していただいて…・・。

日下 一言申し上げますけれども、ご本人は「自分が進んで

やった」とは、それは言わないでしょう。 r強制されたJと

言うでしょう。そう言わなければ、自分の親戚全部に迷惑か

かりますからね。

上野 ちょっと言わさーるを得ません。たったいまのご発言は

「ご本人が嘘つきだ」とおっしゃったのと同じことになりま

す。それだけ申し上げておきます。

日下はい、そうです。

橋爪 嘘をついた方もいらっしゃるし、嘘をつかなかった方

もいらっしゃるというふうにまとめさせていただきます。

時間的にいって多少厳しいので大変申しわけありませんが

、次のトピックに移りたいと思います。二番目のトピックは

、アジア女性基金の評価に関わる問題なんですけれども、こ

れは『ないほうが良かった」、あるいは「あったから良かっ

たJというこ色の意見がパネリストの聞からも出てきている

わけです。具体的に限界があったとか、問題があったとかい

うことについては比較的一致していると思うんです。ですか

らそれは事実の問題というよりも、一つの態度の問題として

アジア女性基金をどう総括するかということかと思いますが

そのときでなければということで、かなり必要な手続きを略

したのではないか。

それで手続きと言いましたけれども、本質的に非常に重要

なのは、やはり被害者と被害固との対話ですね。これが抜き

にして行われた。それで被害者の認定については、これは橋

爪さんが指摘されたように、相手国の認定を受け入れてやる

ということで良かったんだと思いますけれども、やはり被害

者と被害国の対話がうまくいかなかったと思います。

それは一つは、九七年に私、台湾に行ったときに、たまた

ま当時、台湾の新聞に大きく基金の公告が出て、ある弁護士

事務所を指定して「こういうお金が出るから申請しろJとい

う趣旨のあれが出たわけです。これがつまり事前の対話がな

かったということも一つあって、非常に台湾の社会を混乱さ

せたわけです。

それで台湾の立法院、議会は行政府、つまり外務部に対し

て「基金に見合うお金を政府が出せJということを出したん

ですが、これはなかなか実行で‘きなかった。そのときに李散

という一人の歴史家がおりました。この人は東北の出身で台

湾の独立運動とは関係ない人なんですが、その関与を疑われ

て獄中八年の経験者であります。慰安婦問題には従来関わっ

ていなかったんですけれども、行政院がいつまでもぐずぐず

しているのに非常に憤りを感じまして、所蔵の美術作品とか

歴史資料、コレクションがありますが、それをオークション

をやるということを宣言しまして、実際にオークションをや

りました。

これは当時、まだ台湾の社会は慰安婦問題というのをよく

知らなかった。それからもう一つは、台湾は韓国よりももっ

と家父長制が強いですから、カミングアウトをできない状態

であったわけです。ところがこのオークションは非常に正解

で、巨額の売上があり、そこからさっき和国さんが言及され

た被害者への資金をやりということがあったわけですね。そ

のときにどうしてこういう対話をきちっとやらないのかとい

うことを感じました。一つだけ申し上げます。

上野 「限界はあったが、一定の存在意義があった」という

か、それとも「失敗だった」というか、関係者の方のご尽力

に対しては、失敗というのは厳しい言い方だということはよ

くわかっております。だけども、私の基本的な立場はこうで

す。

被害者がまずいらっしゃって、被害者が何を要求していら

っしゃるかというのは、その時点までには明示的でした、ご

当人たちがそれをはっきり言っておられましたので。そうす

ると、被害者の要求に対して基金がやったことは、基金が被

害者の要求を差し置いて、被害者にとって何がいいだろうか

を日本側で考えたということになります。その結果として、

それが精一杯だという条件があったとしても、求めて手を差

し出したものに対して与えられたものは、要求したものとは

荒井 つくらないでどういうことがあり得たかという問題は

、ちょっと私の考えでは、私はやはり歴史の負債といいます

か、歴史はわれわれもどっかの一部に参加してつくっている

わけですけれども、基金が九六年にできて、最近まで活動し

てきたというのは歴史の事実として、これはそれ以外何があ

ったかということは、頭の体操としては考えることもいいか

も知れませんけれども、私はあまり意味はないだろうと思い

ます。

それから私が基金が失敗だと言ったのは、基金は慰安婦問

題を根本的に解決したいということで償い金を中心とするい

ろいろなことをおやりになったんですが、結局、被害者の過

半数が基金政策を受け入れなかった。その結果から判断しで

も、それは根本的な解決をできなかったんじゃないかという

意味です。

もう一つは、それでは当時どういう選択肢があったのかと

いう問題なんですけれども、私どもはちょうど九六年の六月

にセンターとして基金に要望を出し、これは村山さんのとこ

ろにも持っていきました。それは、一つはそういう法的責任

の問題というものがあります。それからもう一つは、このへ

んが非常に微妙なところなんですけれども、いわば見切り発

車をした。つまり 、村山社会党政権のときでなければできな

かったというのはまさにそのとおりだと思いますけれども、
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違うものだった、ここがいちばんのねじれの出発点だったと

思います。

和田さんは前に「政治的な行為というのは、政治的に合格

点を取れる事業でなければならなl¥ Jとおっしゃったことが

あります。私はその場で直ちに申し上げました。 rその合格

点は誰が出すのですか」。それは私たちではありません。誰

よりも被害者の方が合格点を出していただけるかどうか、被

害者の方の判定が最優先されるべきだと私は思いました。も

し私たちがというか、日本側が考えた事業に対して、日本側

が自己評価で合格点を出すとすると、私たちは普通これを「

自己満足」と申します。

大沼 私は上野さんのおっしゃることは非常によくわかりま

す。最初に、私は荒井さんが「失敗」とおっしゃったときは

かなり強い違和感を感じたんですね。というのは、成功、失

敗というのは一体何を基準にして、誰から見て成功、失敗な

のかということを言わないと、いろんな基準があっていろん

な視点があるんですね。ですから私はいまの上野さんのおっ

しゃったことはすごくよくわかります。

ただ、他方において、これが最初の聞いである「では、他

にどういうやり方があったのか」といういちばんの原初に帰

るわけですけれども、私は皆さんお手元に、あるいは取って

下さっているかどうか知りませんけれども、この基金発足の

ときに六月二十八日に『読売』の「論点Jで書いたときに、

いままさに上野さんがおっしゃったように、 「これは現在、

慰安婦のほとんどの人が求めているものではなl¥Jというこ

とをはっきり私は自覚しておりました。

私はいま荒井さんの言い方を聞いていて、大変倣慢で申し

わけない言い方になるかも知れませんけれども、 「ぎりぎり

まであそこで、詰めなかった人はいくらでも批判できるよなあ

」という気持ちで率直にいって聞きました。私は、村山政権

ができていたときに、たまたま五十嵐官房長官が私のいわば

親友でしたので、本当にそばにいて自民党とのなかでの非常

に強硬な反対派、あるいは外務省や大蔵省の反対派との闘い

のなかで、どこまでぎりぎりやったかということを私なりに

ものすごくいまでも覚えていますけれども、実感としてあり

ます。

見切り発車だったというのはおっしゃるとおりです。だけ

れども、では、あの後、どのぐらいわれわれが自民党のそう

いう部分、官庁のそういう部分と闘って、村山内閣が存続し

ている聞に、まさに当時の慰安婦の態勢、慰安婦の態勢とい

うのは実はほとんどが支援団体が代弁していたことですね。

私、一貫して上野さんの言説に違和感を感じているのは、

上野さん、荒井さんもそうですけれども、 「ザ・慰安婦」な

んですね。私の実感からいえば、決してそれは一枚岩ではな

いし、そもそも市民運動が「ザ・慰安婦Jという形で語るこ

と自体、私は非常に大きな間違いだと。そこを自己批判、反

省しないかぎり、私はあの市民運動の将来はないと非常に厳

しい恩いを持っています。

そこでしかし多数のあの被害者の意思がそうだったという

ことは私は十分わかります。それでも、それではあの後、そ

の被害者たちの対話を重ねて、政府が絶対に出さないと言っ

ているいわゆる国家補償という形で被害者が求めるものをわ

れわれが提示できたのか。私は残念ながらできなかったと思

いますし、その後のわれわれの力量からいえば、それは本当

に私は非常に残念ですけれども、私の判断は当たっていたん

だろうと思わざるを得ないわけです。

私もそれはおっしゃるとおり、求めたものをわれわれが提

供したわけではない。ただ、われわれは最初はわかっていた

だけなくとも、何年間かやっていくなかで徐々にわかってい

ただけるだろうと、それがぎりぎりのところなんだ。それは

私のいままで三十年間、いろんな運動をやってきて、被害者

が求めるものと実際に日本が戦後に提供できたもの、例えば

サハリンのケースがそうですし、あるいは指紋押捺とかいろ

んなことがありましたけれども、自分なりの運動の経験から

して考えていたことです。

ただ、私が非常におそらく認識が甘かったと批判されるこ

とを甘受しなければならないのは、やはり八年かかっても十

分わかっていただけなかった、それは上野さんや荒井さんに

批判されるとおりで、その点は私がいちばん悔いが残ってい

るところです。最初のあの時点での判断は、私はいまでも正

しかったと恩わざるを得ません。

和田 上野さんからも荒井さんからもお話がありました点に

私としてもちょっとレスポンスしたいと思いますが、このア

ジア女性基金というものを受け入れるというときに、これが

非常に良いものであるとか、これによって問題が理想的に解

決できるとか、こういう解決がいちばん望ましいということ

はもちろん考えていないわけです。それからとにかく目の前

に出ている被害者が望んでいるものと違うものですから、被

害者の拒否は当然予想していた。これははっきりしておりま

す。

ただ、いま日本のこの総体として、日本としていま出せる

ものはおそらくここがぎりぎりだろうから、これで受け取る

という人がいたら受け取ってもらいたい。つまり、それ以外

の答えをこの被害者が死ぬまでに出せないということでこれ

を出した、こういうことですね。

ですからぜひとも受け取ってほしいとか、受け取る人の人

数をどんどん増やさなきゃならんとか、という気持ちはなか

ったわけです。ですから「受け取る、これでいい」という人

は受け取ってほしいということになります。この点でいうと

、韓国、台湾が先ほど申しましたように、私、過半に達しな

かったということは非常に重要な評価だろう。五一%の評価

の問題とも関係することですが、もちろん私たちが自己満足

7
t
 

内
4
U -38 -



的に、これは五一%になっているだろうなと、こういうこと

はありません。やはり被害者の要望というのは大きいわけで

、被害者の過半が受け取っていないということは、やはりこ

れで問題が済んだというふうにならんのじゃないかという私

は気持ちをもっています。

ただし、そこでその先の問題ですが、これは国別の問題で

す。フィリピン、オランダでは、基本的にいえば受け取りた

いという人は受け取っているし、申請を出した人は受け取っ

ているという状況になっています。つまり、オランダの市民

グループ、フィリピンの市民グループは、 「これじゃ問題だ

。理想の解決でない。国家補償が必要だと考えるが、年寄り

の被害者が受け取りたいというのなら、それを援助するJと

いう立場を取ったということですね。そういう選択をしたわ

けです。それだから要するに先ほど上野さんが言われた二次

的被害が基本的には発生していない。

ところが韓国、台湾の場合には、受け取ってはならないと

いうことです。これは間違った解決だから、受け取りたいと

いう人がいても受け取ってはならないということで、 『受け

取らないんならお金をあげますよJという態度を取ったわけ

です。政府がその市民団体に押されて、政府がそういうお金

を渡しましたから、そうすると非常にねじれてしまって、政

府に対して「基金を受け取らない」という誓約書を出してい

る人が基金からまた受け取るという問題が起こってくるわけ

です。もう二重、三重にねじれた感情になって非常に困った

問題というのが発生してしまった。

それで私はやはり韓国、台湾の市民団体が取った「受け取

りたいという人に受け取ってはならないというふうに圧力を

かけた」ことは問題があったのではないか。なんとかフィリ

ピンのような形を取ってほしかった。すべてお金の問題に結

局なってしまいました。つまり、基金を受け取るか、韓国政

府のほうを受け取るか、先ほどの篤志家のものを受け取るか

。台湾では篤志家のほうのお金も出たし、政府からのお金も

出たわけです。基金から受け取らない人に対しては四百万円

ぐらいもう出ているわけですね。

そういうようなこともありまして、結局、お金の問題にな

ってしまった。しかし、あくまでも基金からは総理大臣の謝

罪の手紙がついたものであったということは、これはやはり

私は残っている問題です。ですからこういうふうに私は思い

ます。

橋爪 はい、いまのところを少し補足いたしますと、こちら

の~ r慰安婦J問題とアジア女性基金』という本にも詳しく

説明してあるんですけれども、アジア女性基金が資金を提供

するということがきっかけになりまして、台湾でも韓国でも

それぞれの国の政府が「ほぼ同額の援助を自分たちで行うの

で、アジア女性基金のお金は受け取らないように」みたいに

なりました。
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ですから受け取りの額が先ほど紹介ありましたように過半

に達しなかったんですけれども、実は玉突きといいますか、

これに触発される形での各国の政府の援助金を受け取られた

方々もいて、そういうことをもし全体で入れるならば、実際

に何かを受け取った方々は多くなったと申し上げたいんです

が、上野さん、ちょっとお待ち下すってよろしいですか、上

野さんに対するコメントをいま述べますので。

上野先生が被害者の観点を非常に重視すべきであると。こ

れは大変重要な点で、被害者に全く受け入れられないような

解決策というのは、被害者以外の人にとっても解決策になら

ないだろうと思うんですね。

ただ、注意すべき点が幾つかあって、一つは「毒まんじゅ

う」とおっしゃいましたが、被害者にとってー00%の解決

でない場合、受け取るかどうかというのは被害者の人が決め

ればいいと思うんです。しかし、そうでない市民団体という

のがいて、 「これは理想の解決ではないので、被害者の人は

受け取らないで下さい」とか「受け取らないのがいい」とか

、あるいは「受け取ってはいけない」とかいうふうになって

きますと、これは上野先生のお立場からして、被害者を中心

にした視点からいって、これが良い市民運動なのか、あるい

は批判すべき市民運動なのかというのがちょっと気になりま

す。

さらに言いますと、被害者を視点にするというアプローチ

の危険性もあると思うんですね。というのは、被害者はやが

て死に絶えてしまいます。そうすると、被害者がいなくなっ

たときに、私たちはこの慰安婦の問題について考える術を失

ってしまうわけですけれども、それで良いのだろうか。

被害者の被害はそれとしてあるんですけど、そうじゃなく

て、それを私たちの問題として組み込むような回路をそれと

別に持っていなければ、 「被害者の人がお気の毒だ、何かし

てあげたい」という人道的な援助だけになって、結局、自分

の問題になっていないんじゃないかという印象を少しもちま

すので、もしその点についであればお答え下さい。

上野 まず、韓国政府と台湾政府による生活支援金について

は、もちろんまず最初に国民基金による償い金のオファーが

あったために、それを受け取らないことを条件に政府が出し

た。ただし、これはタテマエ上は rL¥ずれ日本政府がしかる

べきお金を出す場合の立て替えである」という論理になって

いるはずです。したがって、筋の通らない金だから受け取ら

ない。

ただし、これについては韓国政府も圏内向けの顔と国外向

けの顔を使い分けております。圏内向けでは、慰安婦を全面

的に支援し、日本政府の筋の通らない金を受け取らないため

に、いまはわれわれが立て替えるという顔をしておりますが

、国外向けには、ということは対日関係のもとでは、日韓条

約について決着済みという日本政府の言い分に追随を続けて
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いるというのが韓国政府ですから、被害者および支援団体の

不満は、日本政府のみならず自国政府、韓国政府にも向けら

れております。したがって、この金はそんなに黙って出てき

たお金ではないということが前提です。

二つ目に、先ほどから大沼さん、および矯爪さんから出て

おります「ザ・慰安婦Jというか、 「ザ・被害者」を一枚岩

化して見ているのではないかという考え方ですが、私は市民

団体、あるいは支援グループも被害者も一枚岩ではないとい

うことをよく存じております。かつ被害者と目される方たち

も、日下さんによる揚げ足取りが可能なような多様性をもっ

ているということも十二分に承知しております固

その上で、だとすれば、選択肢の多様性というものが開か

れれば良かったということになりましょうが、ここでの選択

肢が国民基金によって与えられたのは、この筋の通らないお

金を受け取るか受け取らないかというこつに一つの選択肢に

すぎません。

この選択肢に対して、もう一方が受け取るべきでないとい

う対応をした、これは支援団体と一部の被害者の方たちです

が、そのことがその選択肢を狭め、かつある種の抑圧となっ

たというご指摘はおっしゃるとおりだと思います。この点に

ついては、市民団体の側にある種の正義をめぐる狭量さがあ

ったということは私も承知しております。私自身は実は他の

理由でこの支援団体から批判を受けている人間で、同調して

いるわけではないということを前提にして下さい。

しかしながら、それでは誰がその支援団体の狭量さを批判

できるのかという問いにもう一度立ち戻ってまいります。す

なわちこの金、つまり筋の通らない金を受け取るべきか受け

取らざるべきか、というこつに一つしかない選択肢を最初に

状況としてっくり出した側がそれに対する反応を二次的に引

き起こしたわけであるから、だとすると、少なくともその選

択肢をつくった側には、その方たちが仮に不当だとしても批

判は謹んでいただいたほうがいいというのが私の立場です。

もう一つそのときにそのようなことを前提にした上で、被

害者中心主義、あるいは被害者絶対主義の問題は何かという

ことを橋爪さんがおっしゃいましたが、もちろん死に絶えた

後だけではありません。既にお亡くなりになった方もいらっ

しゃいます。その場で殺された方たちもいらっしゃいます。

そういう口のない死者たちのことを、その後ももし生存者だ

けに依存するとしたら忘れていっていいのかという橋爪さん

の問いは、一見もっともらしく響きます。

しかしながら、これも私は痛恨を込めて申しますが、この

慰安婦問題は知られており、問題にする一部の人びとがおり

ます。ですが、このような国民的な問題になったのは、金学

順さんを含むカムアウトをした被害当事者の方たちが、人格

をもって顔と名前を出し、私たちの前に登場してからのみだ

った。そのことによってしかこの問題はこのような広がりを
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持ちえなかったという証人と証言のもつ意味というのをぜひ

お忘れにならないで下さい。もしそれがなければ、私たちは

おそらくこんなことをいまここでやっていないでしょう(拍

手)。

橋爪ほかに・

大沼 期せずして拍手が出ましたけれども、私も上野さんの

最後におっしゃった点はそのとおりだと思います。私自身、

先ほど申し上げたように、八0年代にむしろ女性の側から「

この問題は取り上げてはならないJと言われて、そのとおり

だと思い込んできた、それに金学順さんのカミングアウトが

あったことが一つの非常に大きな衝撃だった。おそらくそう

いう人は多かっただろうと思います。

その前の点について、私、上野さんのおっしゃったことに

おそらく反論ということになるんだろうと思いますが、意見

を申し上げたいと思います。上野さんは「最初に日本の側が

そもそも受け取りにくい形の償いというものを出したんだか

ら、その後でそれを拒否せよという頑な対応が韓国の市民運

動や日本の市民運動の側にあったとしても、それを批判すべ

きではない」とおっしゃったと思います。

私の意見は少し違います。私はもう三十年以上、市民運動

に関わってきて、最初は在日韓国朝鮮人問題、・サハリン残留

朝鮮人の帰還運動、そういった問題にずうっと取り組んでき

ました。私がその三十年以上の市民運動の経験で、またそれ

をテーマにしたものをずいぶん書いてきて非常に思ったこと

は、日本人のいわゆる良心的知識人、あるいは運動家たちと

いう人たちの対応が、いかに日本と韓国、あるいは日本のな

かの一般の人びとと在日韓国朝鮮人の関係を歪めてきている

か、ということが私は非常に強い実感としてあります。

それはどういうことかといいますと、仮に相手の言ってい

ることが明らかに誤りであっても反論をしない。こちらの側

に道徳的な負い目があるから反論をしない。その結果として

、相手方は自分の誤りに気づくことがない。在日の側は自己

批判をする機会を与えられることがない。韓国のメディアや

韓国の学者は自分を相対化する努力を怠っている。中国につ

いても同じようなことを私はずうっと感じております。

実はこういう関係というのは非常に私は歪な歪んだもので

ある。それを相手を対等と実は見ていない。こちらが実際に

は非常に謙遜なようでいながら、実は対等な人間聞の関係が

そこには成立していない。常にこちらが遠慮をして、相手の

言い分を「ご無理ごもっともJと聞いてしまう。そのことが

相手方をスポイルするという関係がずうっと私は存在してい

たと思います。

私は慰安婦の問題にもそれは典型的にあったと恩います。

私は和田さんとずいぶん挺対協の人たちとも折衝をしました

。私は彼女らが果たしてきた役割を否定するつもりは毛頭あ

りませんけれども、彼女らももちろん人間であり、われわれ
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と同じような欠点をもった人間だろうと思います。

その欠点というのは、やはりどうしても自分たちの考えて

いることが正義であって、その正義以外のものは一切受け入

れるべきではない。そういうものを受け入れる元慰安婦とい

う被害者はおかしいんだ。受け入れるべきでないものを受け

入れるのは、それは毒まんじゅうなんだ。

つまり、ある程度の人びとがそれなりの生活を改善するこ

と、そして総理のお詫びの手紙を受け取って、それなりの精

神的な癒しを受けること、それを先ほど上野さんは「毒まん

じゅうJとおっしゃいましたけれども、私は「毒まんじゅう

」とは到底思えません。それを評価した人も確かにいるわけ

です。もちろん「毒まんじゅう」と思った人もいるでしょう

。でも、それは「毒まんじゅうだJ r毒まんじゅうだJとい

うことを韓国の非常にエリー卜の市民運動の指導者たちから

毎日、毎日吹き込まれて、そう思い込まされてしまった元慰

安婦の方々も非常に多いわけです。

私はそういう意味で上野さんが「毒まんじゅう」というこ

とをおっしゃったことに対しては非常に強い反発を感じまし

たし、またそういう発想で韓国や日本の市民運動がその独善

性をずうっと維持していくということは、日本の市民社会に

とっても韓国の市民社会にとっても非常に大きな問題である

ということは申し上げておきたいと思います。

橋爪 非常に重要な論点だと思います。上野さんにも発言の

チャンスをもちろん取っていただくんですけれども、時間が

大体十五分しか残っていないということで、この進行につい

てこういうことでよろしいでしょうか。

いま二番目の論点、つまり「基金の是非」ということから

議論が来まして、それから三番目の論点、基金が終了するわ

けなんですけれども、 「では、次に何ができるか」というこ

とも少し含めた形でいま議論が進んでおりますので、これを

一緒にして議論を進めてまいりたいと，思います。

ただ、いまパネリストの間で議論が続いておりまして、こ

れをこのまま続けますと、フロアに回すチャンスがなくなっ

てしまいそうで、ちょっと私、やきもきしておりますので、

上野さん、たぶんいろいろおっしゃりたいことあるでしょう

けど、ちょっと待っていただいて、フロアの方から、この基

金の是非の問題、あるいは市民の問題でもよろしいんですけ

れども、手短に簡潔に明確に何かおっしゃりたいという方が

いらっしゃいましたら、数人ご発言いただきたいと思います

まず手を挙げていただいて、何人ぐらいいらっしゃいます

か。いまお三人ですね。じゃ、そのお三人にまずお回ししま

しょう。

F2 私は和田先生もよく存じ上げているとおり、 「慰安婦

問題の立法解決を求める会Jというところで十年間参加して

いる多摩市に住んでいるタカミタカという者です。パネリス
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卜の方々お一人お一人にちょっと言いたいことがあるんです

けれども、それは後で個人的にやります。それでぜひとも伏

してお願いしたいことがあります。ぜひ終結宣言をしていた

だきたい。よろしくお願いします。

橋爪 「終結宣言」というのは基金の終結宣言のことですか

F2 そうです。

橋爪では、二番目の方。

F3 アジア女性基金の運営審議委員をやっておりますタカ

サキと申しますが、被害者の要求ということの捉え方のむず

かしさということについてちょっとお話をしたいと思うんで

す。

上野さんは「一枚岩でないことは十二分わかっている」と

おっしゃいましたけど、やはりそう聞いていても、よくわか

っていらっしゃらないような感じが率直にいってするんです

ね。といいますのは、例えば韓国の場合、百数十人の被害者

がいるわけですけれども、百数十人の方がまとまって声明を

出したことは一度もありません。多いときでも六十人ぐらい

ですね。そのうちのかなりの人が基金を受け取っておられま

す。

そういうふうに百六十、まあ、百数十名と言っておきます

が、百数十名の方の内実というのは、ずいぶん時期によって

も違いますし、とにかく多様なわけですよね。そういう多篠

な方のなかには、基金に「お金をほしい」ということでかな

り早くから、あるいは途中の段階で申し込んでこられた方も

何人もいらっしゃいます。そういうふうに多様ないろんな被

害者がいる場合に、それをやはり一枚岩のような形で語って

いらっしゃるという感じがするんですね。

それと関連して二つ目は、 「支援団体に混乱を持ち込んだ

」という言い方、これは僕が学生時代、よく「犬分裂主義者

大Jと言われていて、そのときのことを思い出すんですけれ

ども、やはり自分たちと意見が違うのを「混乱を持ち込んだ

Jと言われるのは、どうも納得できないという感じがするん

ですね。

被害者がいろいろいるように、支援する人もいろいろあっ

ていいと思うんです。そのいろいろあったーっとして基金が

あるんであって、 「基金ができたから私たちの運動が混乱し

た」というふうに言われるのは、なんともかなわないという

感じがするんですが、いかがでしょうか。

F4 イナガキと言います。 r太平洋戦争犠牲者補償請求裁

判」というのはもう十年以上も続いていて、いま最高裁です

よね。その原告のなかで、この荒井さんの表現は「金学順裁

判」と書いてありますが、これは正しくないですね、軍人軍

属の方もいらっしゃいますから。金学順さんとか文玉珠さん

とかみんな亡くなられて、現在、裁判の原告の方でももう体

が動かないというか、救急車で病院に行く。救急車であれば
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お金もかからない。タクシ一代もかからないし、救急車で病

院に行って点滴を打って、次の日また救急車で行く 。そうい

う方もいらっしゃるわけです。

これは基金の今後と関係しますが、そういう方たちについ

て、例えば具体的な介護とか看護とか、それはトータルとし

てそういうプール金みたいな形で雇い上げてアフターケアと

いいますか、そういうことができるのかできないのか、その

へんをお聞きしたいと思います。その方は輔されて「いい仕

事があるよ」と言われて、行き着いた先が中国です。女ナツ

メキョウ女というところで、日本軍の本部は大体中学校とか

高校が本部になっていたんですね。

私たちは一緒にその方と中国に行きました。慰安所はその

軍の本部のすぐそばに並んでいたんですよ。彼女の書いた地

図どおりの位置関係で、 「捕虜の収容施設はここだった」と

かその通りになっていて、そのナツメキョウというのは、当

時は周りが全部城壁になっています。ですから逃げられない

ですよね。

七年間慰安婦をさせられて、あまりの苦しさにアヘンを飲

んだんです。でも、結果的には助かったんですが、他の人は

殺されたと思うんですね。それは逃げるに逃げられない状況

のなかで、やはりこれは強制だと思いますね。明らかに慰安

所は日本軍の本部のすぐそばにできていました。ですから裁

判のなかで慰安婦の方々、そういう証言というのはいっぱい

されていますから、ぜひ読んで下さい。以上です。

F 5 オニヅカと申します。大沼先生に質問したいんです。

大沼先生のレジメにもあることなんですが、この基金を立ち

上げる際に、慰安婦の方々が本当に望んでいる要求とそれに

ひ。ったりした答えは出せない。けれども、ぎりぎりの線で政

治的な問題も絡めてこういう提案になったというのは本当に

そのとおりで、この時点ではこれがぎりぎりだと思うんです

ただ、その後八年間で理解が得られるだろうと思っていた

というその見通しがなぜ失敗したのか、なぜ理解が得られな

かったのかというところで、 N G Oの狭量さというのもある

と思うんですけど、基金の側で何かその理解を得られるよう

な働きかけをしたのか、あるいはそれが十分じゃなかったと

したらどのような点にあったのか、ということについてお聞

きしたいと思います。

F 6 アレズと申します。記憶の問題と非常に関わりますが

、先ほどからいろいろと意見が出ているなかで、 「一定して

いる意見を言っていないかぎり慰安婦ではない」という問題

が出てきています。

前からも言われていることですが、これは難民問題の規定

に関していいますと、虐殺というか、暴力を振るわれたりし

ている人が記憶が飛ぶということはよくあるらしくて、いま

オランダでは、一定期間同じことを言わなくても難民として
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逆に認定するということにはなっています。たしかオランダ

だ、ったと思いますけれども。

閉じように、記憶が一定していないという点で「慰安婦と

違うんじゃないか。慰安婦じゃなく嘘つきなんじゃないか」

というふうな、逆にそういうふうな規定というのは、例えば

女性基金ではやっていらっしゃらないんですけれども、慰安

婦の規定はどうなっていますか。終わりです。

橋爪 はい、どうもありがとうございました。もう時聞が限

りがありますので、どう理想的に運営しでも収拾がつくわけ

はないので、大変に申しわけありません。

そこで予定の時間五分ですが、多少延長せざるを得ないと

思いますが、最後にパネリストの皆さんに、いまの質問に宛

て先があった方々は答えていただいて、基金の是非や今後の

あり方ということについて、討論を噛み合わせる時間がなく

なってしまいましたので、お互いの応酬はできないんですけ

れども、それを踏まえてご発言をいただきたいと思います。

お一人一分というのはあまりにひどいので、二分ぐらいを

めどということでお話いただきたいと思います。ランダムで

もよろしいんですが、順番でもよろしいですか。どうしまし

ょうね。こんどこういう日下先生からの順番にしましょうか

。では、こんどはこういう方向でよろしいでしょうか。

日下 先ほどタカサキさんからご注意がありまして、韓国の

人の身分、いちばん上が「王族」、その次が「両班」 、その

次、技術者と言ったのは「中人」というんですよね。それか

らその下に「常民」というのがあって、これが農家の人で、

その下に「奴縛」というのがあった。ご指摘のとおりでござ

います。中人を忘れておりました。

それから先ほど「青島海軍慰安所」という看板があったか

なかったかという話をしましたけれども、慰安所そのものは

中国人が経営していて、中国人の女性もいたし、もしかした

ら日本人の女性もいました。陸軍と海軍とがそこで酔っぱら

って喧嘩をするものですから、お互いに話し合って「海軍は

こちらへ行く、陸軍はこちらヘ行く」という協定をいたしま

して、それが看板になっていたという事情がありますから、

知らない人がそれを見ると、 「あっ、こっちは海軍直営慰安

所か」と思うかも知れませんが、それは日本軍のなかでの分

け方であったというのを申し上げさせていただきます。

それからお金の問題になっておりますけれども、実はその

つど大変大金を払っているわけですね。そのとき日本の兵隊

の給料であれば、一カ月分が吹っ飛ぶぐらいを一晩に払った

。だから大変な成金になって、連隊長よりもたくさん儲かつ

て、 「こんなに儲かったんなら、もう韓国へ帰って家を建て

るJという話もありました。これは初期の頃ですよね。終わ

り頃は帰るに帰れなくなるわけです。これは戦争が負け出し

てからですよね。だから初期と終わり頃とは分けて議論した

ほうがいいかなと思っております。
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以上三つです。

上野 市民運動の側に問題がなかったとは、私、思っており

ません。非難に値する狭量さがあったということも思ってお

ります。実際に被害者の方の多様性のなかに、 「生活が苦し

~ ¥ J i体が悪いJ i生活を支援してほしいJ iお金をもらえ

るものならもらいたい」というご希望があることも実際もら

った方たちもいらっしゃるわけですし、それもわかっており

ます。

ただ、そうすると、 「一体基金でなければ何が」という先

ほどの大沼さんの立てられた間いに戻りますけれども、この

お金が本当に日本政府が政府の名において出したお金であれ

ば、この方たちはためらわずお受け取りになられたでありま

しょうし、もしそれが不可能であるならば、これが本物の民

間基金であれば、これもまたためらわずにお受け取りいただ

けたでありましょう。

だとすると、 「じゃ、本物の民間基金ができただろうか。

そのときの市民運動の力量不足ということも考えてみろJと

いうのは、私には大変痛く響きますが、そのときにももう一

つ、レジメの四番に書きましたが、当時の慰安婦支援運動と

いうものが金による解決を禁じ手としていたという、これも

一つの戦術的な狭量さだったと思います。

つまり、市民運動体の支援の内容における多様性、お金を

集めて本物の民間基金をつくって、 「市民には償いはできな

い。だが、生活の支援ならできる」、こういうやり方を採用

することはできたであろう。しかしながら、この当時、韓国

側で「生活支援は圏内的にわれわれが解決するから、日本側

の市民運動は政府追及に絞ってほしLリという要請を受けて

、そのような形で運動が一本化したというふうにもお聞きし

ておりますが、市民運動側の多様性の排除もまた一つの条件

であったかと思います。

r そういうなかで、例えば本物の民間基金というものがあり

得たとしたら、私たちが市民としての義務を尽くし、その上

で国家が国家としての義務を果たしていないことを堂々と追

及し、それを批判する資格と根拠をもったでありましょうが

、私をも含めて実はその試みはなかったわけではなく、諸般

の事情で頓挫いたしました。

その次にいちばん最後にちょっと申し上げておきたいのは

、前のこの会の若い方の集まりで、 「一体この補償の着地点

は何なのか、行き先が何なのか」という問いを若い方からし

ておられて、そのことに一部お答えすることになると思うん

ですが、何のためにこんなことをわれわれがここで議論しな

ければいけないかというと、それこそ戦争で迷惑をおかげし

たアジア諸国との未来志向型の関係を築くためであって、そ

のためにこそ正式謝罪と補償をやったほうが日本の保守政権

にとってさえ得策である、というのが私の考える立場なんで

すけれども、 (携帯が鳴る)すみません、ドジをいたしまし
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た。

その上で最後に私が言い漏らしたことで一言だけ付け加え

させて下さい。レジメのいちばん最後の行に「個人賠償権の

確立」ということが出ております。いま私が被害者の方たち

の動きに非常に熱い共感と支持を持っておりますのは、この

方たちは個人賠償権を求めて闘っておられます。これは国際

法令の先例にもなく、もちろん日本の法令にもないわけです

が、もしこの個人賠償権というものが認められれば、国家間

賠償というものが完全に、例えば日韓条約でチャラになった

という考え方が全く適用されないことになります。 i国家に

よって私の利益が代表されないわけだから、私の請求権はな

くならないJという全く新しい国際法上の法理を開くことに

なろうかと思います。

このなかで例えばアフガニスタンやイラクにおける米軍の

軍事侵略、私は「戦争」とは呼びません。このなかにおける

さまざまな人的被害をいちいち個人賠償するとするならば、

いま航空機事故による人命の損害賠償は二億円に達します。

一人ひとりがこの二億円ぐらいの額をアメリカ政府に要求し

ていく、あるいは日本政府に要求していくとなれば、これは

膨大な大変な請求額になります。最終的にはこういう個人賠

償権を通じて「戦争は高くつく Jということを、とことん国

家という主体に学んでもらう必要がある。そのことが最終的

にはおそらく冒頭に橋爪さんが出された「正義の戦争はある

か」という問いに結びつくであろうかと思います。以上です

荒井 私は最初に戦後補償といいますか、戦後処理問題につ

いてのいわば官僚主義的な構造というのは厳然としてあると

いう話をしました。したがって、基金の問題もそういう意味

ではよくわかるんですが、そういう意味でいうと、いわば隙

聞を狙って問題の解決に接近していくよりしょうがないとい

う客観的な状況は確かにあったと考えています。ですけれど

も、それはいわば日本という国の家庭の事情であって、被害

を受けたぼうの側からすると、そういう家庭の事情を一方的

に押しつけられでもちょっと、という問題はあるんだなと思

っています。

もう一つは、最初に従軍慰安婦問題というのは非常に広い

広がりをもった問題だということを言いましたけれども、そ

れであるからこそもっと見切り発車でなくて、あるいは大沼

さん、 ドイツの基金の話をしましたけれども、基金の運営の

なかには被害者の代表がドイツの場合には入っているわけな

んですね。それで直接重大な人権侵害を受けたのは被害者で

すから、その被害者の声を何らかの形で反映させていくよう

な方法が考えられないだろうかということです。

もう一つは、和田さんの指摘したアンバランスの問題なん

ですけれども、これはいわばその後の状況の変化によって発

生している問題もあります。これはことしの二月に野党の女
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性議員がインドネシアの調査をやって、基金とインドネシア

の所管官庁との取り交わした覚書というものが出てきたわけ

です。

この覚書ですと、要するに高齢者福祉のために基金が醇金

をすると。ただ、高齢者の福祉施設をつくる場合には、でき

るだけ元慰安婦の方が住んでいた地方にしてもらいたいとい

うことで、三億八千万円のお金を出すというシステムになっ

ております。ですからインドネシアに対しては医療福祉事業

、償い金というのはないんですね。

ところが現在のインドネシア政府の人たちは、 「もうあれ

は前の政権だJ、つまり、インドネシアも大きな政権の変化

がありました。 rだからもうこれは帳消しになっているんだ

Jという言い方です。そしてやはり個人補償と法的な謝罪を

要求するということを、野党の女性議員たちにはそういう気

持ちを語っていたわけですね。

ですから前の政権が根本的に変わるという事態は、発足の

ときには考えていなかったんだと思いますけれども、そうい

うことからもアンバランスというものは発生してくるわけで

、このアンバランスをどうするかということはやはり基金だ

けじゃなくて、われわれも考えていく必要があるなと考えて

います。

和田 慰安婦の問題は、日本と朝鮮のことを考えていた者に

とりましてはずうっと前からわかっていた問題でして、一九

六五年の日韓条約のときからも、ある意味では民間の議論で

は出ていた問題です。私はやはり慰安婦の問題が日本が朝鮮

植民地支配のなかで最もむごい被害を受けた人たちだと考え

ていました。この人たちはその象徴だという感じをしていま

す。ですからこの人たちの問題は特筆されるのは当然だと思

います。そしてその人たちの問題が議論になったのは、先ほ

どもお話もあったように、やはりご当人たちが力ムアウ卜し

て告発したということは決定的だったと思いますね。

それからもう十年以上経っているわけです。それでいま基

金は基本的に終わっているわけですけれども、このいまの現

実、現在の結果というのは、これは居直るようですけれども

、日本で国家補償であるとか戦後補償とか主張してきた人び

とすべてがやはり担わなきゃならない結果だと思いますね。

基金としましては、先ほどお話もありましたが、引き続き

基金から給付を受けていた方々に対して、これからまだ生き

ていかれるときに何らかの医療サービスであるとか、カウン

セリングであるとか、そういうことを本当はしていくべきだ

と思うんです、フィリピンでもどこでもですね。なんとかそ

れを、つまり基金ではできないが、その他の外務省の予算で

してほしいということで努力はしています。韓国のほうにつ

いてもいろいろ言われていますけれども、しかしいまのとこ

ろ何も見通しはない状態ですね。基本的には、基金としては

もうできないということになっています。それでなんとか基
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金以外の形でできないかということが議論されているという

ことです。

それで基金は改造したいという気持ちも非常に率直に私個

人にはありました。基金は五億六千万ぐらい募金が寄せられ

ました。大変なお金だと思います。それでもうそれ以上募金

を集めることができないという状態で、もしも韓国と台湾の

残っている被害者の人が基金を受け取ると言われたら、それ

はもうお金がないわけです。これぐらいのところで申請を出

す人がいなかったから、お金はまあ一千万ぐらい足らないく

らいで済んだという状況ですよ。

ということは、国民は「もう十分にやった。残りは政府に

やってもらいたい」ということですね。ですからアジア女性

基金をつくるときも、政府と国民のお金を合わせてつくって

ほしいというのが、大沼さんも言われましたが、私もそうい

う考えでした。しかし、そうならなかったわけですね。それ

で最後にそういう方向に改造することによって韓国との関係

を打開したいということもいろいろと考えてみましたが、結

局うまくいきませんでした。

それで最後の希望は法制化に賭けたわけですけれども、法

制化が通るようなら、そこで本当に真面白に法制化というこ

とを考えれば、基金が存在してこれだけやってきたこととド

ッキングして法制化を進めなければ意味がないわけです。法

制化のほうの提案者の議員の方の説明によると、アジア女性

基金から受け取った人には支給しないということになってい

るんです。そうなれば、もうアジア女性基金と話し合って協

力しなければ実施はできないわけですから、法制化を真面白

に考えよう、真剣に通そうと思うんなら、自民党を説得する

ためにも、 「アジア女性基金をやってきたが限界があるじゃ

ないか、だからこういう形で打開しよう」というふうに説得

しなきゃできないはずですよ。

そしてアジア女性基金がやってきたことの上に、いままで

の経験を吸収して事業を実施しなければできないはずなんで

す。しかし、非常に残念ながらそういうふうになっていない

ということです。ですから私は荒井さんの希望にもかかわら

ず、法制化の見込みは非常に低いといまは言わざるを得ない

です。私は一時、それに期待したこともありましたが、それ

は失われてしまったわけです。で、いまのような状態に立ち

至っている。

ということですから、失敗と評価するか、それもわかりま

すが、ここまでやってきたこの現実というものの上に立って

、この先はどうなるだろうかということを、やはり真剣に誰

しもが考えなきゃならないときじゃないかと私は思います。

大沼 フロアのほうから出ていた質問と、あとご意見に関連

してお答えしたいと思います。

一つは、私が九五年に基金を立ち上げて、そのとき少なく

とも表面に出ている被害者の声とは違ったものをわれわれが
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提案していると。で、 最初は罵られるだろう。しかし、それ

でもいいと言ってくれる人がいることは、われわれもある程

度は認識していたし、また時間をかければ、そういうことで

国民の善意とそれから政府と国民の共同事業という新たな、

先ほど上野さんからは「政治学者らしい理想主義的な考え方

だ」と。つまり「国民というのは国家の一員であって公共的

存在なんだ。だから政府というのは決して国家とイコールで

はなくて、国家というのは政府と国民双方からなるんだ」と

いう考え方をわかっていただけるだろうと思っていたけれど

も、しかし、それは八年経っても理解してはいただけなかっ

た。

その理由は何か、運動体の側に狭量さと独善性があったこ

とはそのとおりだと思うけれども、私はやはり基金の内部で

自己批判しなければならないと思っているのは、と言いなが

ら、しかし、もうやむを得なかったという自己正当化に行っ

てしまいがちなんですけれども。

やはり基金のなかで例えば三木陸子さんとか、私のこの二

枚目に三木さんと大鷹さんと三人の連名の『毎日新聞』への

論考がありますけれども、三木さんとか山口淑子さん、大鷹

淑子さんとか下村満子さんとか、あるいはもういまではそれ

ほど皆さんよくご存じじゃないかも知れませんけど、発足当

時、鈴木健二さんという NHKのアナウンサーをやっておら

れた方、非常にインパクトのある、世論への影響力の強い人

がいながら、そういった人びとを十分われわれが活用して世

論に訴えることができなかった。

私はあの最初からずうっと市民運動を三十年以上やってき

て、力のない者にとってメディアで戦うことがいちばん大事

だということを身に泌みて感じていたものですから、それを

繰り返し繰り返し主張してきたわけですけれども、残念なが

ら事務局と理事会の初期の体制というのはそうではなくて、

私のようないわば学者であんまり人びとの心に届かない文章

しか書けない者が比較的市民の PR、広報を担当するという

形にならざるを得なかった。

特に下村満子さんが台湾を担当して、彼女は本当に全力を

挙げて一人ひとりの犠牲者に償いをお届けするために働いて

いたわけですね。そうすると、上野さんや荒井さんから批判

されたように、それに対する反発が市民社会のレベルでも政

府からも非常に強いものですから、受け取る被害者を守るた

めに隠密行動を取らざるを得ない。下村さんはもうそちらの

ほうに取られてしまって、ほとんどこういうアピールをする

ことができなかった。

三木さんや大鷹さん、鈴木健二さんなど、あるいは最初の

頃は加藤タキさんとか、本当に宮崎勇さんとか鶴見俊輔さん

とか、世論の影響力のある方が呼びかけ人と理事に揃ってい

たはずなのに、そういった方々を動員できなかったという私

は非常にそれは強い反省点として残っています。

もう一つ、反省点というか、これは市民運動をやってきて

いる方々に考えていただきたいことですけど、こちらから「

終結して下さLリ 。それから上野さんからも「早くやめなさ

L ¥.基金を解散しなさい」とありました。こちらの裁判闘争

をなさっている方から「基金のなかで、例えばいま本当に弱

っている被害者を世話するような事業ができないだろうかJ

という声が出ました。

こういうふうに本当にその具体的な問題に携わると、われ

われもはっきり言って、八年間でもう正直くたくたで、やめ

たくでしょうがないというのが正直な気持ちです。これを続

けたいという人もいます。 r尊厳事業を中心にやるべきだ」

という意見も基金のなかにはありますけれども、私はもう十

年間でインドネシアの事業も終わる以上は、その後は正直勘

弁してほしいという気持ちです。

九五年のときに発足した基金、八年経ってやはりずいぶん

高齢化して、理事会はほとんどおじいちゃん、おばあちゃん

の集まりになっていますし、本当にたいていの人はずいぶん

病気もしてもう限界に来ておりますので、いずれ、とにかく

基金が解散することはそういう実際的な理由からいってもも

う目に見えているわけです。

ただ、和田さんがおっしゃったように、われわれは実際に

犠牲者の苦しみを少しでも和らげるということでできた組織

ですから、われわれの基金の事業が終わったから生きている

被害者がいるのにそれを放っとくというわけにはいかないわ

けですね。ですから基金がなくなった後もなんとか政府の草

の板援助とか、いろんな形でつないでくれるようにというこ

とを、ずうっと政府に対しては基金のなかで要求していると

ころで、部分的にはそれが実現している部分、例えばフィリ

ピンの一部ではそういうのが実現して、フィリピンでは基金

の事業は終わっていますけれども、その後のソーシャルワー

カーなどにはある程度お金が行っています。そういうことで

す。

あとは、私は基金の評価さまざまあるでしょうけれども、

いま和田さんがおっしゃったように、やはり日本社会全体と

して、この問題に運動体も学者もジャーナリストも、あと今

回のこのパネルでは政府への批判というのがあまり出なかっ

たんですけれども、どうしても基金に対する荒井さんと上野

さんからの批判に私も和田さんも答えるという形でしたが、

やはり日本政府の責任というのはきわめて大きいと思います

私は八年前に発足させるときに、やはり政府をあれしか動

かせなかったということは非常に残念ですし、その後八年間

も本当に政府にやる気がなかった。上野さんがおっしゃるよ

うに、私は日本が二十一世紀、誇りをもって国際社会でアジ

アの人びとと本当に素直な対等な関係で生きていくためには

日本が犯した過ちというのを明確に認めて、そういう姿勢
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を取るべきだということを一貫して主張してきたわけですけ

れども、それが政府のなかでは残念ながら十分共有されてい

ない。

そのことをやはり皆さんに伝えて、日本社会から政府を変

えていくように、一人ひとりにそういう形で行動をしていた

だきたいと強く私は最後に希望したいと思います。

橋爪 はい、ありがとうございました。大沼先生はオーガナ

イザーなので巻きを入れないでたっぷり話していただきまし

た。

最後にもう時間もだいぶ過ぎておりますので、私も簡単に

お話したいと思うんですが、慰安婦問題のいろいろな事業と

いうのはいろいろな目的があると思います。一つはもちろん

被害者である慰安婦の方々に何らかの形で実質的な償いを行

うということなんですけれども、より引いて広い文脈で見ま

すと、日本が近隣諸国と戦って大きな戦争があって、そこで

は被害という形であれ、あるいは歴史認識という形であれ、

大きな傷を残していて、そして十分正常な関係になるに至っ

ていないという歴史の問題というものがあるわけです。

これは慰安婦問題に関心がある方であろうと、ない方であ

ろうと感じていることで、これをたた.時間が解決するのを待

つというのではなく、何かの形で主体的に乗り越えていかな

ければ、次の時代に進めない、そういう切迫観みたいなもの

は立場を超えて誰でも共有していると思うんですが、この慰

安婦の問題でどういうふうにその主導力が発揮できたのかな

と。日本国民というか、日本市民としてですね。

残念ながらいま一つだなというふうな思いを拭えないんで

すが、その理由というのを考えてみると、先ほど上野さんが

ご紹介下すった韓国の市民運動と日本の市民運動が連携する

話があって、 「生活支援の問題は韓国のほうで頑張るので、

日本の市民運動は政府を追及して下さい」みたいな話があっ

て、もしかしてそういうふうに動いていたのかも知れないん

ですけど、これを聞いて私はちょっとなんでいうか、大変が

っかりしたんです。

市民運動というのは政府と違って、つまり一人ひとりの人

間というのは政府や国家と関係がなくて対立していればいい

んだろうか。政府は、悪いからごめんなさいと謝ってお金を

出す。市民運動は、市民は立派なことをしたので誇りを取り

戻す。こういう関係じゃなくて、市民と国家というのは本来

、一体のものであって、市民はこの問題にもう少し当事者意

識があっていいのではないか。もちろん具体的な政府の職員

とか役人とか自民党の議員が妙な考え方を持っていたりして

、それを追及するのは、批判するのは一向にかまわないんで

すけど、そういうのはお互い様で、誰だってみんな間違いが

あるわけです。

そうじゃなくて、どういうふうに公共的な運動を組織して

いくのか、そういうふうに考えると、私は政府が基本的な資

金を出し、そして民間が拠出した償い金というものを渡すと

いうこのシステムというのは、戦後の国際法の秩序のなかで

、日本政府が守らなければならないさまざまな制約のなかで

、ぎりぎりできる線だ‘ったのではないかということで、私は

これを評価したいとは思うんですね、いろいろな制約を踏ま

えつつも。しかし評価できないという声もあって、どこに違

いと課題があるかということを私なりに理解できたシンポジ

ウムだったかなと思います。これは私個人の感想です。

最後に、司会の者として申しますと、パネリストの皆さん

も長時間にもかかわらず、大変活発にご発言下さいましたし

、聴衆の皆さんも本当に熱気が伝わってくるようにも思いま

すが、熱心に参加して下すって非常に中身の濃い議論ができ

たかなと。しかし、これは終わりということではなくて、課

題は山積しているわけですから、また何かの形で皆さまがず

うっとこれをパネに進んでいかれるのではないかと思います

けれども。

何かファイナルにご発言ございますか。

F 1 大変良かったです。

橋詰 ありがとうございます。

この議論の内容は『論座』の新年発売のおそらく二月号だ

と思いますが、そちらのほうに紹介されることになっており

ますので、もしそういう形でお読みになりたいという方はぜ

ひどうぞ。

またちょっと私どもの不手際で休憩のときに資料を準備で

きなかったのですが、パネリストのうち、日下公人先生と大

沼保昭先生が過去に発表した資料などを少しご用意下すった

のが数十部ほど用意がございますので、ご興味がおありの方

は出口のところで部数があるかぎりピックアップしていただ

けます。

それではどうも長時間ありがとうございました(拍手)。
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